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平成３０年度第１回川崎市行財政改革推進委員会 議事録 

日 時  平成３０年７月６日（金）  午後６時０５分 ～ 午後８時５４分 

場 所  川崎市役所第３庁舎５階 企画調整課会議室 

出席者 委員  伊藤会長、出石委員、藏田委員、黒石委員、谷本委員 

市側  唐仁原総務企画局長、 

藤井行政改革マネジメント推進室長、 

柴田行政改革マネジメント推進室担当部長、 

岡田行政改革マネジメント推進室担当課長、 

榎本行政改革マネジメント推進室担当課長、 

織裳行政改革マネジメント推進室担当課長、 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長、 

土谷行政改革マネジメント推進室担当課長、 

井上人事部人事課長、 

宮崎都市政策部企画調整課長、 

神山財政局財政部財政課担当課長 

次第   １ 委嘱状交付 

２ 出席者紹介 

３ 議題 

（１）会長選出 

（２）「川崎市行財政改革プログラム平成28・29年度の取組結果」について 

（３）「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する指針」を踏まえた再就

職等に関する規制の見直しについて 

４ その他 

公開及び非公開の別 公開 

傍聴者 なし 
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議事 

岡田行政改革マネジメント推進室担当課長 

大変お待たせして申し訳ございません。 

それでは、ただいまから平成３０年度第１回川崎市行財政改革推進委員会を開催させて

いただきます。 

私、総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課長の岡田でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

これより着座にて失礼させていただきます。 

それでは、会議に先立ちまして、いくつか事務連絡をさせていただきたいと思います。 

初めに、本日の委員会は公開とさせていただいております。市民の皆様の傍聴や、マス

コミの方の取材につきましては、許可とさせていただいておりますので、ご了承いただき

たいと存じます。 

また、速記業者を同席させておりまして、議事録につきましては、委員の皆様にご確認

をいただいた上で、公開の手続を進めさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

なお、本日の委員会の資料でございますが、お手元にございます、次第、その下に出席

者一覧、座席表、資料１は茶色のファイルになってございます。そして、別とじの資料２

はＡ３のものです。そして、資料３のほか、参考資料の１と２となります。ご確認はよろ

しいでしょうか。 

それでは、お手元の次第に従いまして、進めさせていただきます。 

次第１の委嘱状の交付でございます。 

唐仁原総務企画局長から、委員にご就任いただく皆様に委嘱状を交付させていただきま

す。皆様のお席に伺いますので、よろしくお願いいたします。 

（委嘱状交付） 

岡田行政改革マネジメント推進室担当課長 

ご就任をいただきました各委員の皆様、改めまして、どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、出席者紹介でございますが、本日は、平成３０年度第１回目ということで
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ございますので、市側の出席者をご紹介させていただきます。 

まず初めに、唐仁原総務企画局長でございます。 

次に、藤井行政改革マネジメント推進室長でございます。 

次に、柴田担当部長でございます。 

次に、榎本担当課長でございます。 

次に、織裳担当課長でございます。 

次に、北川担当課長でございます。 

次に、土谷担当課長でございます。 

続きまして、人事課から井上課長でございます。 

続いて、企画調整課の宮崎課長でございます。 

最後に、財政課から神山担当課長でございます。 

本日は、このほか、各課関係職員を同席させていただいておりますので、よろしくお願

いいたします。 

それではここで、総務企画局唐仁原局長からご挨拶を申し上げます。 

局長、よろしくお願いいたします。 

唐仁原総務企画局長 

改めまして、唐仁原でございます。よろしくお願いいたします。 

本当に委員の皆様には、大変お忙しい中ご出席いただきまして、また、引き続き今年度、

委員に就任をいただきまして、ありがとうございます。改めて御礼申し上げます。 

さて、本日の議題でございますけれども、次第にございますように、行財政改革プログ

ラムの取組評価につきましては、平成２８年度に、本委員会で新たな評価手法について審

議を行っていただいたところでございます。昨年度の委員会におきましては、さまざまな

視点からご意見をいただきまして、この１年間、ご意見、ご指摘を踏まえまして、検討を

進めてきたところでございます。 

本日は、これまで事務局で各局区と調整を進めてきました内部評価の結果ですとか、あ

るいは、出資法人の経営改善等に関する取組につきまして、ご説明をさせていただきたい

と思いますので、どうぞご意見をいただければと思います。 

また、今年度の委員会では、第２期プログラムの取組評価のほか、民間活用の推進に向

けた取組などにつきましても、ご審議をいただく予定でございますので、今年度もよろし
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くお願いしたいと思います。 

改めまして、開会に当たりまして、一言ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

岡田行政改革マネジメント推進室担当課長 

続きまして、次第３の（１）会長選出に移りたいと存じます。 

本委員会の会長の選出につきましては、川崎市附属機関設置条例第６条に基づきまして、

委員の皆様の互選により会長を選出していただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

出石委員 

引き続き伊藤先生にお願いできればと思いますが。 

岡田行政改革マネジメント推進室担当課長 

ただいま、出石委員から、伊藤委員にということでご推薦をいただきました。他の委員

の皆様はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、事務局といたしましても、昨年度に引き続きまして、伊藤委員にお願いした

いと存じます。各委員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、伊藤会長、恐れ入りますが、会長席へ席のご移動をお願いいたします。 

では、就任早々となりまして大変恐縮ではございますが、伊藤会長から一言ご挨拶をい

ただければと存じます。 

伊藤会長 

ただいま会長に選出いただきました伊藤でございます。改めて、よろしくお願いいたし

ます。 

今年度は、引き続き、行財政改革プログラムによる取組成果のいわばフォローアップと

いいますか、チェックをしていくということと、また民間活用等、新しい問題を含めて検

討するということで、皆様にご協力をいただきまして、できるだけ今までと変わらず、あ

るいは、それ以上に充実した審議ができるように、微力ながら力を尽くしたいと考えてお

ります。 

私ごとですけど、昨日、第３２次地方制度調査会が発足いたしまして、委員に就任いた
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しました。諮問事項としては、２０４０年ごろを見据えて、自治体の地方行財政体制のあ

り方を考えるということがございました。 

川崎市は、昨日の公表された資料でも、人口はこれから増えていくということで、かな

り総体的には恵まれているという位置づけになっておりますけれども、やはり今後、長期

的にはいろいろ課題が出てくると思いますし、短期的にも、プログラムのＰＤＣＡサイク

ルをきちんと回していくということが、最終的には、市民の皆様に対する説明責任を果た

すということになろうかと思います。 

引き続き、そのプログラムを含めて検討を進めてまいりたいと思いますので、ご協力の

ほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

岡田行政改革マネジメント推進室担当課長 

伊藤会長、ありがとうございました。本年度、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、ここで、唐仁原総務企画局長でございますが、所用がございまして、大変申

し訳ございませんが、ここで退席させていただきます。 

唐仁原総務企画局長 

申しわけございません。よろしくお願いいたします。失礼いたします。 

岡田行政改革マネジメント推進室担当課長 

それでは、議事に入らせていただきたいと存じます。 

ここからの進行につきましては、伊藤会長にお願いしたいと存じます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

伊藤会長 

それでは、次第に従って進めてまいりたいと思います。 

まずは、「川崎市行財政改革プログラム平成２８・２９年度の取組結果」についてです。 

評価シートの内部評価結果を、取組ごとに事務局からご説明していただきまして、委員

の皆さんからご意見、ご質問等をいただきたいと思います。 

それでは、事務局からご説明をお願いいたします。 
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事務局

それでは、私から、資料２、Ａ３のとじてあるものと、あと、ファイル形式の資料１、

各評価シートがとじてあるもの、この二つの資料を使いまして、ご説明をさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

資料２につきましては、今回の平成２８年度・２９年度の内部評価結果に対しまして、

事前に御意見をいただいたもの、また、昨年度の委員会において御意見をいただいたもの

のうち、今年度の委員会で対応するという旨をお伝えしておりますものを選んで載せさせ

ていただいています。 

資料２に掲載している取組については、全部で２９項目ございまして、こちらを順番に

ご説明させていただきますけれども、審議時間の関係もございますので、本日は、この２

９件の中から、今回の内部評価の結果について、事前に御意見をいただいたものを中心に、

また昨年度の委員会でご意見をいただいたものの中からは、事務局として、特に皆様に本

日ご審議をいただきたいというものを少し選んで、ご説明させていただきたいと思います。 

また、同趣旨の内容でのご意見をいくつかいただいているものなどは、少しまとめさせ

ていただきながら効率よく進めさせていただければと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

それでは、資料２の一つ目、Ｎｏ.１というところですけれども、「市民活動を効果的

に支援する体制づくり」から順番にご説明をさせていただきます。 

恐れ入りますが、ファイル形式のシートの３ページ、４ページの見開きのところをお開

きいただきたいと思います。 

こちらは、課題名「市民活動を効果的に支援する体制づくり」ということで、左上の計

画（Ｐｌａｎ）のところをご覧いただきますと、取組の方向性としまして、市民同士のつ

ながりの強化ですとか、活動機運の醸成を目指しまして、地域で活動している町内会、自

治会、あるいはそれらを支援している中間支援組織、また、各区役所の部門が会議等を通

じて情報共有や意識の共有を進めて、ネットワークの構築に向けて取り組むという取組で

ございます。 

 実施結果（Ｄｏ）のところをご覧いただきますと、平成２８年度からは既存の会議を少

し取りまとめて、中間支援ネットワーク会議として一本化して会議を実施したりですとか、

中間支援ネットワーク会議に必要な部門、経済労働局ですとか、あと、関連する団体とし

て産業振興財団を加えるなど、構成員についても見直しを図ったり、そういったところか
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ら会議を進めて、区における市民活動支援のあり方等についての検討報告会なども実施す

ることで市民同士のつながりを強めたという取組になっています。 

 そして、実施結果（Ｄｏ）の結果といたしましては、左下の達成度のとおり、ほぼ目標

どおりということで２を選択させていただいております。 

 続いて、右側の評価（Ｃｈｅｃｋ）の欄をご覧いただきますと、総体的効果の欄にござ

いますように、ヒトの効果といたしまして、今回、中間支援ネットワーク会議を立ち上げ

て、各組織の間で顔の見える関係が構築され、連携が推進されたということですとか、あ

と、連携の取組の結果として、市民活動に関する研修の講師を相互に依頼するですとか、

区役所の地域振興課や、かわさき市民活動センター、こういったところが合同で相談事業

を立ち上げるなど、連携につながっているというところで総体的効果を評価しております。 

 また、事務事業の貢献度といたしましては、一部課題も見られたということで、Ｃを選

択させていただいております。 

 こちらの取組に関していただいております意見としまして、資料２をご覧いただきたい

と思います。 

 資料２のＮｏ．１のところをご覧いただきますと、真ん中のところに御意見という欄が

ありますが、取組の総体的効果として、関係機関の連携が図られたという記述があるので、

情報共有が図られたということで、情報の効果を加えてはいかがかというご意見をいただ

いておりまして、右側の市の考え方のところをご覧いただきますと、中間支援ネットワー

ク会議の立ち上げによって情報交換が活発に行われる面も生じたということで、ヒトの効

果に加えて、情報の効果としても記載をしてまいりたいということで対応させていただき

たいと思います。 

 この取組については以上でございます。 

伊藤会長 

 それでは、取組ごとに進めるということですので、今の取組について、皆さんからご意

見、ご質問等をいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 

谷本委員 

 これまで、割と厳し目に申し上げてきたところもあって、逆に、効果がきっちり見える

ものは客観的に私どもで見て、これは今回取り上げた方がいいだろうと思いましたので。
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特に、情報の効果の部分については、当事者の方々がなかなか気づかない点が非常にある

と思いましたし、やはり連携が図られていくということは、それを通じていろいろな情報

交換が行われていって、情報の共有が図られていくということだと思いますので、ぜひこ

れは情報を共有するという点について、効果があったというふうに取り上げていただけれ

ばいいかと思って申し上げた次第です。 

伊藤会長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、そのように進めていっていただければと思います。 

 では、次をお願いいたします。 

事務局

 それでは、Ｎｏ．２のところにまいります。ＮＰＯ法人等への支援体制の構築というこ

とで、また、評価シートの５、６ページをご覧いただきたいと思います。 

 こちらの取組につきましては、左のＰｌａｎのところをご覧いただきますと、取組の方

向性といたしまして、ＮＰＯ法人への寄附促進に向けまして、市民への広報や事務スタッ

フ、資金調達担当者等への研修などを実施することで人材育成を進めまして、市民参加の

裾野拡大と法人の基盤強化に向けた支援を行うというものでございます。 

 左下の実施結果といたしましては、平成２９年度の欄をご覧いただきますと、税理士や

社会保険労務士などの専門家と連携しまして、会計や労務などの課題に応じたアドバイザ

ー派遣事業を実施したり、中段以降にあります、制度説明会、個別相談会、また、出張し

ての相談会なども実施したほか、また下のほうに行きまして、スタッフの養成講座による

人材育成ですとか、あとは、寄附意識の醸成などの趣旨で「ＮＰＯを応援しよう！」とい

うキャンペーンを実施して、寄附による応援等の呼びかけを行うなど、社会貢献活動への

参加促進を図ったということで、目標に達する達成度は、ほぼ目標どおりの２番を選んで

おります。 

 また、右上のＣｈｅｃｋの欄をご覧いただきまして、こちらは総体的効果として、ヒト

の効果を挙げております。成果指標である「認定・条例指定ＮＰＯ法人数」について、平

成２９年度において、１０団体ということで、目標は達成できませんでしたが、１団体増

加という効果はあったということで、総体的効果ではマルというふうに評価をしています。
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ただ、目標を達成していないというところから、貢献できたが課題もあったということで、

Ｃを選択させていただいております。 

 資料２をご覧いただきたいのですが、Ｎｏ．２のところの御意見といたしましては、

「認定・条例指定ＮＰＯ法人数」が目標値に達しなかったという理由を所管課としてどの

ように分析・認識しているのかというご質問をいただいております。 

 こちらは、「認定・条例指定ＮＰＯ法人数」については、ご存じかと思いますが、こう

いった指定を受けたＮＰＯについては、個人などが寄附をしますと、税額控除などの税制

上の優遇を受けられるという制度でございまして、これによって、法人への寄附が促され

るという仕組みでございますけれども、こちらについての市の考え方といたしまして、資

料２の右側の欄ですけれども、こちらの法人数が目標値に達しなかったという主な要因は、

３点にまとめさせていただいていまして、１番としましては、条例等指定取得の要件を満

たすための法人運営の基盤整備には十分な準備期間が必要になること。２番といたしまし

て、取得の効果への理解が進んでいないこと。３番といたしまして、活動を支える寄附文

化の醸成には一定の時間を要することであると認識しております。 

 これを踏まえまして、今後につきましては、この３点を意識しながら、引き続き、以下

３点の取組を進めていきたいという考え方を書かせていただいています。 

 １番としましては、法人の運営基盤整備・強化に向けまして、サポート体制を強化する

というものと、２番といたしましては、認定・条例指定取得の効果への理解促進に向けて、

各種説明会や相談会を市内各所で実施する。３番といたしまして、ＮＰＯを応援する機運

を高めていくために、フォーラムの開催ですとか、応援キャンペーンを引き続き実施する

と、こういったこれまでも取り組んできたことを、地道な取組にはなりますけれども、引

き続き進めていくことで、今この制度に対して、興味・関心を示している団体に何とか申

請をしてもらえるように、数字が上がるように取組を進めていきたいという考え方をお示

ししております。 

 以上でございます。 

伊藤会長 

 この取組について、ご質問、ご意見はございますか。 

谷本委員 
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 このアウトカム指標の「認定・条例指定ＮＰＯ法人数」を増やすということについて、

法人数が増えることはいいのですが、実は、ここに寄附が増えるということは、一方で、

市の税収が減るということですよね。その部分をこの行革プログラムの中で、アウトカム

としてどう捉えるのかというところの皆さんのご意見も伺いたいところが一つあります。 

認定とか条例指定のＮＰＯ法人を増やしていくという取組は、やはり時間がかかるもの

ですし、最近では、ＮＰＯでも、なかなかこういった寄附というところにまで手が回って

いないところが多かったりとか、あるいは、民間の資金調達だとクラウドファンディング

を別途やったりというケースも出てきているので、必ずしも、認定・条例指定のＮＰＯ法

人になることがメリットばかりでもないという点もあって、そもそも、課題名にあるとお

り、「ＮＰＯ法人等への支援体制の構築」ということがこのプログラムの取組なので、そ

の目標というか、アウトカム指標として、「認定・条例指定ＮＰＯ法人数」というものを

出すということが、少しギャップがあるので、そのあたりの見直しが必要かなという問題

認識を持っています。 

 こういうテーマは、扱い方が非常に難しいなと思っているところですが、委員の皆さん

はどうお考えですか。 

出石委員 

 言われると確かにそうですよね。 

谷本委員 

 多分、書いている側も矛盾を感じながら書いているのではないかなというところもあっ

て。 

伊藤会長 

 ただ、支援体制を構築するというときの指標として何を見るかというと、多分一番見や

すいのが、「認定・条例指定ＮＰＯ法人数」ということになるのではないかと思います。 

谷本委員 

 そうですね。かつてであれば、単純に、ＮＰＯ法人格を取得したという数字が出てくる

と思うのですが、川崎市は独自に寄附の増進をということで、こういう制度を設けている
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ので、あえて「認定・条例指定ＮＰＯ法人数」という数字が上がってきているということ

だと思うのですけれども。 

事務局

 今、伊藤会長からもおっしゃっていただいたかと思いますが、ＮＰＯ法人の支援体制の

構築ということで、わかりやすい指標として、まさに市の取組の指標として、これを第１

期で掲げたわけですけれども、今年の３月に策定しました第２期プログラムの中では、一

歩立ち返ってというわけでもないですが、今後のコミュニティ施策の基本的考え方という

ことで今策定を進めているところでございますが、その中で、もう少し広く、そういった

地域のコミュニティの話だとか、協働連携の話を捉えていく必要があるだろうということ

で、第２期プログラムの中では、もう少し広い形で改革課題として捉えておりまして、ダ

イレクトにこのＮＰＯ法人の数というのは、指標としては落とした、落としたという言い

方が適切か分かりませんが、外しているということも事情としてあります。というのが、

実態として今までの経過というところでございます。 

伊藤会長 

 少し行財政改革の目的としては矛盾するところもあるかもしれませんけれども、支援体

制としてこういう認定を促していくということ自体の活動は、必ずしも否定されるわけで

もないということですね。 

 あと、何かございますか。 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 目標設定の考え方のところで、実は、前の職場で担当していたということもありまして、

簡単にその趣旨などをご説明したいと思います。今、事務局から申し上げたとおり、第２

期プログラムでは、目標の数値から落としているというところですが、第１期の中で掲げ

ていた理由について、確認ということでご説明させていただきたいと思います。 

 もともと川崎市で市民活動支援を考えていく際に、目標として、市民相互による支え合

いで地域をつくっていくと。行政が関わるということではなくて、市民が支え合う中で地

域をつくっていくという目標を持っていたわけです。 

 ただ、市民が支え合う地域というものを何か成果で測るとなったときに、何が必要かと
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いう非常に悩ましい問題があって、その際に、今回認定ＮＰＯ、または、条例指定ＮＰＯ

というものをここで出してきたという理由は、これはもうご存じのとおり、認定ＮＰＯな

り、条例指定ＮＰＯは、一定程度市民からの支持を得て、寄附を受けているときにその要

件を満たして認定になれるということがあるので、また、その運営も適切な運営をされて

いるＮＰＯということで、市民から受け取る寄附等によって支えられて適切に運営されて

いる法人が認定になれるということがあるので、先ほど申し上げた、市民による支え合い

の地域になっていくということが、認定の法人数なり、条例指定ＮＰＯ法人数に表れてく

るのではないかというところで、この指標とするということになってございまして、結果

的に、先ほど谷本委員からおっしゃっていただいたとおり、これが増えると、市の市民税

の控除がされていくというところがあって、税収が減るということにつながるものではあ

るのですけれども、一方で、そういった地域を目指していくという中で、行政が直接関わ

らなくても市民同士の支え合いの中で地域がつくられていくというところは、一定程度行

革的な考え方かなというところがあって、このような指標を設定させていただいたという

ような考え方でございます。 

伊藤会長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次の取組についてご説明をお願いします。 

事務局

 それでは、資料２でいいますと、Ｎｏ．３のところです。 

 「幸区ご近所支え愛モデル事業の実施」につきまして、評価シートの３５ページ、３６

ページをお開きいただきたいと思います。 

 こちらの取組につきましては、計画（Ｐｌａｎ）のところをご覧いただきますと、取組

の方向性といたしまして、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域で支え合う仕組み

づくりとして、「幸区ご近所支え愛モデル事業」のモデル地区の拡大ということで取組を

進めているところでございます。 

 左下の実施結果（Ｄｏ）のところをご覧いただきますと、このモデル事業の取組地区数

をアウトプット指標として掲げておりますけれども、平成２９年度全区展開という目標を

持っておりましたが、実績は１６地区にとどまっているということでして、左下の達成度
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のところにつきましては、目標を下回った「３」ということで評価をさせていただいてお

ります。 

 また、右上の評価（Ｃｈｅｃｋ）のところをご覧いただきますと、ヒトの効果といたし

まして、まず、モデル事業実施地区ごとに設置する部会において、地域課題を共有するな

ど、ヒトの効果が進んだということと、あと、二つ目のポツにありますけれども、モデル

事業の実施地区ごとに設置した部会の会員数が、平成２８年度の８地区・１５２人から、

平成２９年度には、１６地区・３４１人へと大幅に増加させられたということで、ヒトの

効果があったという評価をしております。 

 そのほか、実際にも、活動の活性化や人材育成に寄与した面が見られたということで、

ヒトの効果を掲げております。 

 また、下のほうの情報の効果といたしましては、この部会を通じて、身近な地域課題に

ついての話し合いが進みまして、区役所の内外における関係課との情報共有も行うことが

できたということで、情報の効果としても挙げさせていただいております。 

 事務事業等への貢献度としましては、そういった効果を認めて、貢献した「Ｂ」という

ことで評価をさせていただいております。 

 次に、資料２をご覧いただきまして、こちらは、御意見としていただいていたものでし

て、成果指標の設定が必要であるということで、モデル事業の検討会への参加者数ではな

くて、その検討した内容を地域で何件実施できて、それにより何人の市民の参加を得たの

かといったことや、それによって「支え愛」を実感した市民の数などが考えられるという

ことで御意見をいただいていたところでございますけれども、右側の御意見に対する考え

方というところで、「支え愛」を実感した市民の数を測定していくには、一定規模の区民

を対象とした新たなアンケート等の実施が必要となりますが、いまだモデル事業の段階、

先ほどご覧いただいたように、１６地区まで進んでいるという進捗状況等も勘案しますと、

現段階ではこのようなアンケートを実施することは難しいと考えておりまして、平成２

８・２９年度の取組評価においては、引き続き、この部会の会員数を指標として、取組の

効果を測定させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

伊藤会長 

 こちらの取組についてのご意見、ご質問はいかがでしょうか。 
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 情報の効果としては、何らかの成果を実感しているということですけれども、そこが何

なのかというところが、多分、指標化することが難しいということなのかなとも思うので

すが。 

谷本委員 

 質問なのですが、御意見に対する考え方の二つ目のポチのところに、「モデル事業実施

地区に設置した部会の会員数を指標とし」と書いてありますが、ここでいっている「指標

とし」というのは、取組の総体的効果の中で書き込んでいるという意味であって、上の成

果指標の表の中には入れていないのですよね。 

事務局

 はい。 

谷本委員 

 でも、上の表の中に入れてもいいのではないかと思いますが、ここに目標値を設定する

ことが難しいということなのでしょうか。 

事務局 

 そうですね。昨年度の委員会の中でも、目標を設定する、指標にして目標もセットで設

定するということと、取り組んだ効果を何かしらの形で結果として測っていくということ

は、なかなかハードルも、レベルも違うのかなという話があったかなと思います。また、

今の評価の仕組みとしても、成果指標欄に記載するものは、小さく書いています、総合計

画ですとか、我々の行革プログラムの中で、成果指標として設定しているものをここに記

載するというような運用をしておりまして、決まりというのもあれですけれども、今そう

いった運用としていることから、しっかりと中を読まないと分からないというご意見もあ

るかとは思うのですが、今はそういう仕組みにしてあるというところでございます。 

 ですので、この数値をもって効果を測定しましたという言い方が適切かもしれません。 

谷本委員 

 上の表に入れられるものは、総合計画か行革プログラムに設定しているものでなければ
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ダメということなのですね。 

事務局 

 今は、そういう仕切りでやっているところです。 

谷本委員 

 なんか勿体ないですね。 

伊藤会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

出石委員 

 確認なのですが、Ｄｏのところの活動指標の平成２９年度の目標は、区内全域での事業

展開ということですが、全域というのは何地区になるのですか。 

事務局

 幸区の町会地区が７０程度ございまして、全区で展開すると、恐らく７０地区程度にな

ると思います。 

出石委員 

 目標は７０地区だったわけですね。それが１６地区だったということで、「３」である

と。 

次期のプログラムにおいては、区のほうで更に取組を進めていくということでしょうか。 

事務局 

 全地区での実施に向けて、また更に取組を進めるというところで、指標としては、今回

も効果の測定に活用しています、この会員数をまた更に増やしていくという形でお示しを

しているところでございます。 

谷本委員 
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 意見として、現実問題として、こういう「支え愛」事業というのは、ここに書いていら

っしゃるように、実感した市民の数を測定するのはなかなか難しいところがあると思いま

す。参加する市民の人たちも、ある程度の年齢層が高い方たちであったり、一定程度生活

に支障がある方だったりということもあるので、そういう方たちの一人一人の意見を聞い

て数値化していくというのは、とても手間がかかってしまいますし、本来、この「支え愛

モデル事業」でやるべきことに加えて、さらに余計な仕事を増やしてしまうということに

なるので、評価の中でそういう余計な仕事を増やすということは本末転倒な話ですから、

ここはやはりある程度、今の段階では、地域を広げているものだというふうに許容して、

当面は所管課がおっしゃっているような指標で、先ほど、出石委員がおっしゃったように、

全地区だといくつなのかという、その目安というのは数字として入れておいてもいいと思

いますが、今の段階で、関わっている会員の数が増えていくということは、明らかにそれ

に伴って、参加している方たちの数も増えていくということは見えると思いますので、そ

の段階で評価をせざるを得ないのではないかなと、私はそう思います。 

伊藤会長 

 引き続き、次期のプログラムでも実施するということですので、今、谷本委員がおっし

ゃったように、指標としては当面こういうことで進めていっていただきたいと思いますけ

れども、できるだけ何か別のデータとか情報があれば、ぜひ加えていただく方向で努力し

ていただくということもお願いできればと思います。もちろん、プログラム自体の遂行に

支障がない範囲でということですけれども。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次の取組についてお願いいたします。 

事務局 

 それでは、資料２の２ページをお開きいただきたいと思います。一番上にＮｏ．５の取

組がございますが、このＮｏ．５と、その下の６、８、それから、次のページの１０とい

う四つの取組が、いずれも協働・連携の取組の効果測定に関しまして、事業に参加した人

の意識変化とあわせて、その研修等を踏まえた取組がどのぐらい実践できたのかですとか、

いくつ考えて実践できたのか、そういったところの効果を測定できるのではないかという

ことで、同趣旨の御意見をいただいたものですので、この中から一つ、Ｎｏ．５の取組を
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取り上げて、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、評価シートの４１、４２ページをお開きいただきたいと思います。 

 課題名「多様な主体の参加と協働による地域課題の解決や地域の活性化に向けた取組の

推進」、中原区役所の取組でございます。 

 計画の取組の方向性の欄をご覧いただきますと、こちらは、中原区の地域事情や地域特

性を踏まえて、地区の社会福祉協議会が地域支援を行うこととしている五つのエリアにつ

いて、多様な主体と連携して、自助・互助を促進させたり、地域課題を的確に把握して、

顔の見える関係づくりを推進するといった取組でございます。 

 実施結果（Ｄｏ）の欄をご覧いただきますと、取組といたしましては、平成２８・２９

年度の２か年を通じまして、シニアのための地域活動情報リーフレットというものをこの

５地区に配って、閉じこもりがちな高齢者への普及啓発に活用したりですとか、商店街と

連携した各種教室ですとか、地域交流イベントを行ったり、また、ガイドブックやホーム

ページ、アプリ等を通じて子育て情報を発信したりという取組を行っております。また、

その下にございますが、平成２８・２９年度の２か年で、区内５地区、あるいは大戸地区

でのワークショップを行ったという取組になっておりまして、ほぼ目標どおりの２番をつ

けております。 

 右側にまいりまして、評価（Ｃｈｅｃｋ）のところでございますけれども、総体的効果

としては、ヒトの効果と情報の効果を挙げております。 

 ヒトの効果といたしましては、地域マネジメント推進ワークショップというものを、平

成２８年度には５地区で、平成２９年度には大戸地区で３回実施するということでござい

まして、支え合いの機運を高めるきっかけづくりにつながったのではないかと評価してお

ります。 

 また、市民アンケートで、社会活動・地域活動の関心度について質問をしておりまして、

これで関心があると回答した人の割合が、全市では２８．８％に対して、中原区では３０．

３％となり、全市の平均値を上回っているという数字が出ております。 

 また、情報の効果といたしましては、先ほど申し上げたガイドブック等による子育て情

報の発信ですとか、ワークショップを通じた地域住民のニーズの把握ですとか、効果的な

情報発信を行うことができたというところを評価しておりまして、ヒト、情報の２面で効

果があったものと考えております。 

 ただ、大戸地区での取組を、さらに今後、全５地区に広げていく必要があるという課題
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認識を持っているために、貢献度につきましてはＣの、貢献できたが課題もあったという

ところを選ばせていただいております。 

 こちらに対する御意見といたしまして、資料２のＮｏ．５のところをご覧いただきたい

と思いますが、御意見欄にございます、平成２９年度委員会における意見として出たもの

として、先ほど申し上げた取組が、どのぐらい実践につながったのかといったところを効

果測定できないかという御意見でございます。 

 これに対する考え方ですけれども、右側の欄をご覧いただきまして、いただいた御意見

を踏まえて、「社会活動・地域活動の関心度」に関する項目を、先ほど申し上げたように

加えまして、以前、Ｘとしていた評価を、今回につきましてはＣということで評価をさせ

ていただいております。 

 また、あわせていただいた御意見として、その下の欄にあるのですが、今後、取組を全

５地区に拡大していく必要性から、貢献度がＣということですけれども、平成２８年度、

２９年度を通じた貢献度としては、Ｂとしても差し支えないのではないかという御意見を

いただいております。 

 こちらについては、右側の考え方をご覧いただきますと、やはり、全５地区への展開と

いうところを進めていきたいということで、平成２９年度は、大戸地区にとどまっている

現状を踏まえまして、現在のところは、課題があるものとしてＣ評価というふうにさせて

いただいているところでございます。 

 説明については以上でございます。 

伊藤会長 

 こちらにつきまして、ご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

 当事者がＣでいいと言うのであればＣでいいのですが、モデル事業をその年度できちん

とやってはいるので、評価を下げなくてもいいのではないかなと思います。ただ、次の年

度につなげていくという趣旨でＣという評価ということなので、異論はありませんが。 

例えば他の区役所の取組との横並びの関係で、相場観がずれていないかなというところが

若干気になるところです。 

事務局

 若干難しい部分もあるのですが、事務局、我々行革室としましても、各局と調整をする、
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特に、区と調整をする中で、区が積極的に課題だというふうに認識しているものを、いや、

評価の仕組み上、これはＢなんだと、課題がないんだという形で見せるんだというのもミ

スリードしてしまうかなという不安もありまして、区のほうが課題として捉えているもの

については、ある程度それを尊重するというか、その制度の仕組みとのバランスには十分

気をつけなければいけない部分ではあるのですが、この部分についてはＣという形で、今

評価をさせていただいているところでございます。 

出石委員 

 ４２ページのヒトの効果のところで、全市と中原区で比較をされています。５地区をモ

デルとして取り組んだけれども、ここのアンケートでは、社会活動・地域活動の関心度を

区全体で見ているわけですよね。 

事務局 

 市民全体に対するアンケート結果から中原区を取り上げています。 

出石委員 

 市民全体の中で、さらに中原区ということですよね。少し違和感があるのは、５、６、

８、１０と、他の区でも取り組んでいる中で、全市と比較するということは、つまり、他

の区より中原区がいいということですよね。こういう評価をしてしまうと、他のところ、

例えば多摩区では、同じ指標でうちは中原区よりも下がっているというような議論になっ

てしまうのではないかなという気がします。であれば、むしろ、前年度と比較してどうだ

ったのかという評価の方が妥当なような気がするのですが、同じようなアンケートは毎年

やっているのでしょうか。 

事務局 

 やっておりません。 

出石委員 

 では、経年変化は見られないということですね。 
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事務局 

 そうです。 

出石委員 

 そこはまた少し気になるところですね。 

事務局 

 昨年度のこちらの委員会の中で、指標の設定の部分について、ご意見をいただいたとこ

ろで、そのあたりを踏まえて、昨年度、いろいろなアンケートなどをとって、その中から、

これが一番適切だろうということで、今回はこちらを使用させていただいたところです。 

ご指摘の前年度の部分については、こういった経過で、アンケートはやっておりません

でしたので、このような形とさせていただいております。 

出石委員 

 我々が指摘してきたところを踏まえて、アンケートを使って指標化したと。なので、前

年度の数値はないということですね。わかりました。 

伊藤会長 

 このアンケートは市民を広く対象としているものなので、この事業の効果でこの数値が

出ているのかどうかという因果関係が、少し気になるところではあります。全般的に中原

区の区民が、こういうことへの関心が他の区に比べると高いということだけかもしれない

というおそれもあるというふうに思います。 

事務局

 平成２８年度については、全５地区でワークショップを開催したというところが実績と

してありまして、平成２９年度は特にもう少しフォーカスをしてレベルを上げてやってい

こうということで、大戸地区だけでやっているということなのですが、まさにＣをつけて

いる区としての課題認識にもありますとおり、５地区に広げていくことで、さらにこうい

ったアンケート結果も区全体として高めていきましょうというところなので、平成２８年

度には広く５地区でやったということを捉えれば、必ずしも違うということではないのか
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なというふうに認識をしているところでございます。 

藏田委員 

 ５と６と８と１０なのですが、６の高津区の取組では、参加者へのアンケート調査をさ

れていますよね。多分普通に考えれば、こういうような対応が一つ考えられるのかなと思

うのですけれども、他の中原区、多摩区、麻生区を含めて、そういう対応ができない何か

理由みたいなものはあるのでしょうか。今の指標については、いろいろ議論をしながら改

善していけばいいと思いますけれども、高津区のようにダイレクトにアンケート調査をさ

れるということは他の区ではできないのでしょうか。 

事務局 

 決して、できないということではないと聞いております。 

藏田委員 

 そういったアンケートを選択されずに、他の指標を選ばれるというのには何か理由があ

るのでしょうか。特にご説明されたところについては、いろいろ因果関係、相関関係も含

めて、普通に一般の市民の方が聞かれてもそうなのかなというところだと思いますので。 

 もちろん、議論を踏まえて、そこで考えられたことは一歩前進だと思うのでいいと思う

のですが、高津区がやっていらっしゃるような対応が一つ、素直な対応方法なのかなとい

うふうに感じるのですけれども。他の区と見比べて、高津区は条件がいいからそれができ

るというような特段何か事情がおありになるのか。もし何かあれば。 

谷本委員 

 ４４ページの高津区の事業を拝見すると、「まち歩きイベント」の参加者ということで

すよね。こういうイベント系の事業の参加者に対してのアンケートは非常にとりやすいと

思いますが、中原区でやっているような事業に参加している人たちに対してのアンケート

はどうなのかといったところと、そもそもの事業の趣旨が違っているというところもある

ので、同じコミュニティの活性化の推進という課題名の取組ではありますけれども、実際

にやっている事業は同じではないというところで見ていくということがやはり必要なので

はないかと思います。 
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藏田委員 

 もちろんそうです。いろいろな考え方があると思います。谷本委員がおっしゃられてい

ることは、事業の趣旨、内容が違うので、アンケートがとれないということでしょうか。 

谷本委員 

 とりづらいということだと思います。実際にやっていらっしゃる事業の中身を見ると、

高津区でやっていらっしゃるのは、「まち歩きイベント」の実施というところで、当日に

参加された方たちに、イベント後、アンケートをとって、その中で伺うことから数字で見

えてくるというのは、非常にとりやすいという側面はあると思いますけれども、中原区の

大戸地区でやっているような支え合いの機運を高めていくという事業というのは、１回の

イベントで終わりということではなくて、その後、継続的に参加していっていただくとい

うような事業ですので、その点、事業の特性に違いがあるということです。 

藏田委員 

 そうであれば、最初と最後で、どれぐらいの効果があったのかという変化を見ることも

できるのではないでしょうか。その辺りはやり方だとか、いろいろお考えもあるとは思い

ますが。 

谷本委員 

 その部分についても、この間、事業を企画している担当の方とお話をしていると、いく

つかやっている事業に全部参加できる方というのは、なかなか少ないようです。１回、２

回、３回目は出られたけれども、最後の回には出られないということもあるので。ここで

議論していると、アンケートをとれるのではないかと申し上げてしまうのですが、実際の

現場の方は、そういう認識の違いがある中で、どういうふうにアンケートをとればいいの

か、また、それが成果として捉えられるのかということは、現場の方の悩みとして伺った

りしているところもありますので、そういったところも踏まえてあげたほうがいいのかな

と思っております。アンケートをとるなということではなくて、できればとった方がいい

とは思いますが。あまり、アンケートをとることにこだわり過ぎてしまってもよくないか

なと思っております。 
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藏田委員 

 とることにこだわっているわけでは、全くありません。 

伊藤会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 これらについてはよろしいでしょうか。 

 実際の効果をどのように測るかというところは、他の事業でも取組でも、共通して言え

るところですけれども、いろいろなデータをとれるところはとる、あるいは、それによっ

て把握できるところは把握するということを、ぜひ引き続きご検討いただきたいと思いま

す。 

 それでは、次の取組についてよろしくお願いいたします。 

事務局 

 それでは、資料２の７番をご覧いただきたいと思います。 

 こちらの７番と、その下の９番につきましては、共通の御意見をいただいておりまして、

区役所サービスの向上に向けた取組の効果測定に関して、区役所利用者のサービス満足度

が活用できないかという御意見をいただいておりますので、７番を取り上げさせていただ

きまして、ご説明させていただきます。 

 ４５ページ、４６ページをお開きいただきたいと思います。 

 区役所サービスの向上に向けた取組の推進、高津区役所ということで、計画（Ｐｌａ

ｎ）の欄の取組の方向性をご覧いただきますと、「たかつ一言ポスト」など、市民意見を

サービス向上につなげる仕組みなどを活用しまして、区役所サービスの工夫・改善を継続

的に行っていくというものでございます。また、あわせて職員研修などを行って、サービ

スの向上を図るというものです。 

 左下の実施結果（Ｄｏ）のところをご覧いただきますと、平成２８年度、２９年度を通

しまして、「接遇能力向上研修」ですとか、「サービス向上研修」などを行って、資質の

向上を図るとともに、来庁者のアンケート「たかつ一言ポスト」に寄せられた意見などを

踏まえまして、混雑時のレイアウトの変更や案内人の増員ですとか、窓口における接遇の

向上、また、駐車場利用料金の案内表示の増設など、サービス向上につながる取組を実践
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できたというところでございます。評価としましては、ほぼ目標どおりの２番をつけてお

ります。 

 右側の評価（Ｃｈｅｃｋ）欄の総体的効果をご覧いただきますと、サービスが向上した

ということで、モノの効果を挙げております。サービスの満足度というものを利用者に対

して聞き取りを行っておりまして、「本日は気持ちよく利用できましたか」という質問に

対して、「はい」と答えていただいた方の割合ということで、平成２８年度、２９年度は、

それぞれ９６．９％と９９．７％というふうに上昇したところを見て、一定の効果があっ

たという評価をしております。貢献度につきましても、Ｂの貢献したというところで評価

をしたところでございます。 

 資料２にお戻りいただきまして、７番の御意見、昨年度の委員会でいただいた、満足度

を活用してはどうかという御意見に対して、今ご覧いただきましたように満足度を取り入

れたことによりまして、昨年度はＸ、測定できないというふうにしていたものを、今回は

Ｂという形で評価をさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 こちらにつきまして、ご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

出石委員 

 質問というよりも確認なのですが、５２ページで、多摩区の満足度は、平成２９年度は

１００％であったと。これはすごいですね。全員が満足ということですか。すごい。あま

り見ない数字ですね。９９．６％もすごいと思っています。 

谷本委員 

 これは当日、窓口で聞いたということでしょうか。 

事務局 

 区役所の入り口のところで、外部の委託事業者の方が、区役所での用事が終わった方に

対して、一人ずつお声かけをさせていただき、アンケートに協力いただける方に記入して
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いただいているというような内容となっています。 

伊藤会長 

 サンプルバイアスの可能性もないわけではなさそうですね。 

谷本委員 

 答えていただけている時点で、かなり協力的な方であると言えそうですね。 

伊藤会長 

 満足している方が、協力してくれて、答えてくれているという可能性もないわけではな

いですね。 

 各区役所では、ほぼ同じ様式といいますか、同じ内容で聞いているのでしょうか。 

事務局 

 はい。フォーマットは全て同じでございます。 

伊藤会長 

ほかに市民モニターみたいなもので、窓口の満足度を聞いているようなデータというの

はあるのでしょうか。全市的にやっている、そういうデータというものはないのでしょう

か。 

事務局 

 すみません、自分が把握している中では、そのようなデータはございません。 

伊藤会長 

 わかりました。 

 あまり厳密に科学的に分析するというものでもないとは思いますし、一定程度、改善効

果が測れるようなデータであれば、このままでも構わないと思います。ただ、１００％近

くまで数値が向上していると、今後、どのように改善の効果を測るのかということが非常

に難しくなる可能性もあるというところは、少し心配するところです。もし、そのデータ
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の取り方や、解釈の仕方というところで、今後、何か課題が出てくるようであれば、改め

て改善の余地もあるかもしれないなと思います。これは個人的な意見ですけれども、その

ように思いました。 

事務局 

 アンケートについては、皆様から満足度１００％という形でお答えをいただいてはいる

ものの、自由意見として、例えば、記載台の位置を変えてもらえないかとか、高いとか低

いとか、また、動線の関係だとか、いろいろなご意見をいただいておりまして、そういっ

た自由意見の部分については、きちんとその意見をフィードバックして、それを人材育成

の取組や、レイアウトに反映させていただいているというところでございます。 

伊藤会長 

 引き続きいろいろとご検討いただいて、改善できるところは改善していただいて、また、

改善した結果をどう測っていくかというところも含めてご検討いただければと思います。 

ただ、昨年度のＸから、今年度はきちんと評価をするという形になったということ自体

は、非常に改善されたところかなと思っております。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次の取組をお願いします。 

事務局 

 資料２の４ページをお開きいただきたいと思います。 

 ４ページの一番上の１４番にまいりたいと思います。 

 こちらは、健康福祉局の「介護・障害福祉サービス等指導監査業務執行体制の再構築」

という課題名になっております。 

 シートの１２３、１２４ページをお開きいただきたいと思います。 

 こちらは計画の欄、取組の方向性のところをご覧いただきますと、介護・障害福祉サー

ビス等の種類が多様化するとともに、事業者数が増加していることを踏まえまして、効果

的な指導・監査手法を検討しながら、指導監査業務執行体制の再構築に向けた取組を進め

るという取組でございまして、左下の実施結果（Ｄｏ）のところをご覧いただきますと、

まず一つ目のポツのところですが、平成２８年度に、高齢者事業推進課と障害計画課とい
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う部門に、事業者指導担当を設置しました。そして、健康福祉局が所管する社会福祉法人

や、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等に対して、監査や実地指導等を積極的に

実施したという取組になっておりまして、ほぼ目標どおりの２をつけております。 

 取組の総体的効果のところでございますが、昨年度に引き続きまして、こちらは、Ｘの

測定できないという判定をしておりまして、昨年度、御意見をいただいたところではあり

ますが、検討の結果、現時点では、適切に効果を測定できる指標が見つからないというこ

とで、引き続き、Ｘというふうにさせていただいております。 

 こちらの考え方を資料２に書かせていただいておりますけれども、資料２の御意見の欄

をご覧いただきたいと思います。 

 指導・監査の実績が上がっていることは理解できるが、それによって満足度や給付額が

どの程度改善、または是正されたのかに関する情報の把握が必要ではないかと。二つ目の

ポツとして、満足度ですとか、給付額の是正額、是正勧告の対象件数などの数値的な指標

が望ましいのではないか。また、今後、個別に改善できた事例が出てくると、例えば、数

の少ない障害者施設などを対象に指標化できる部分もあるのではないかといった御意見を

いただいたところでございます。 

 今年度の御意見に対する考え方としましては、右側にありますけれども、まず、「施設

利用者の満足度」については、モニタリングや利用者アンケート等で寄せられた意見を事

業者が運営に反映させた結果等としてあらわれることが多く、指導・監査という、今回の

この取組と密接に関係しているものとはなかなか言えないことから、採用は難しいという

考え方です。 

 二つ目の丸ですけれども、「給付額の是正額」ですとか、「指導・勧告件数」につきま

しては、事業者への指導・監査を行う体制を、今回取組で強化しまして、新しく担当も設

置したわけですけれども、そういった担当を設置して積極的に監査指導に取り組むことに

よって、是正額や指導・勧告件数が増加するということにつながりまして、実施結果（Ｄ

ｏ）の観点では、活動量が増加しますので望ましいと言える一方で、評価（Ｃｈｅｃｋ）

の観点では、それだけ事業者の不適切な執行、指摘に値するような事務執行が多く見つか

るという点から、好ましくないものと評価することができて、なかなか両面性を持つもの

として扱いが難しいのではないかというふうに考え方をまとめています。 

 また、最後、「指導・監査実施後における改善状況」につきましては、内容によっては、

改善報告書の提出後に、実際に現地確認が必要なものなども含まれておりまして、事業者
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数が年々増加するなどの状況の中で、報告書の提出のあった全ての事業所に対して、現地

確認を行っていくのはなかなか難しいと考えておりまして、また、そもそも、事業者が適

正に事業運営を行って、改善の必要がない状態というものが評価されるべき状態とも言え

ることから、改善された件数を評価するということはなかなか指標としては難しいのかな

という考えで、今回はこれらの指標について評価に活用することは難しいとまとめさせて

いただきました。 

 以上でございます。 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 こちらにつきまして、ご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

 こういう指導監査等というものは、年間で大体これぐらいやると決めていて、それに対

する達成度みたいなものを、ある程度把握するものなのではないかなと思うのですが、い

かがでしょうか。 

事務局 

 全体の施設数に対して、今年度はこれだけ監査をするというような計画を立てて、それ

に基づいて取り組んでいくということ、それはそうですね。いろいろな事件もありながら、

体制をしっかり構築してやっていこうということで、体制を強化して、件数も伸ばしてい

くという中で、その件数については、Ｄｏの部分で書かせていただいていて、その件数を

しっかりやっていくというところで評価をしていると。つまり、Ｄｏの部分で、活動実績

としての評価をさせていただいているというところです。 

伊藤会長 

 恐らく体制を強化するということであれば、どれぐらい増やして、年間でどれぐらいの

件数をやるとか、あるいは全部はできないわけですから、何年ごとにどういうふうにやる

といったような計画自体はあるはずなので、それに対してどれだけ実績があったかという

ことぐらいは、多分データとしてはあると思うのですが、どうなのでしょうか。 

事務局 
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 それは、まさに川崎市役所がどれだけ監査、実地指導に取り組んだかということだと思

いますので、それについては、左下のＤｏの部分で、きちんと測定というか、実績として

述べていくという部分かなと思っております。 

伊藤会長 

ただ、目標を達成できたかどうかということは、これだと必ずしもよく分かりません。

実際に件数が伸びているというか、実際にこれだけやりましたということは分かるのです

が。目標を達成できたかどうかという部分は評価の指標としてあり得るのではないかと思

いますが。 

藏田委員 

 この取組は、これで終わるということですので、これ以上何もないのかもしれませんけ

れども、意見に対する考え方として示されている最後の一文が重要だと思います。 

 改善の必要がない状態にもっていくために監査をしているのであって、そうであれば、

例えば、この中で意見申し上げたいくつかの指摘、是正勧告の件数が適切でないとすれば、

指導する中で、指摘事項がないことが目標になるわけですよね。 

 要は、改善の必要がないこと、目指すべきところはそこですよね。指摘としては指導と

か是正とかと書いてありますけれども、それに対しては、それは悪いことが出てくるので

あって、悪いこと、いい事象ではないですねと、おっしゃるとおりだと思います。であれ

ば、監査をしているのも、体制を整えているのも、その目的は何かと言えば、事業者が自

主的にしっかりと体制をとっているということだと思いますので、それに対する評価項目

が立てられるのではないかなという気はいたします。 

 ただ、いずれにしても、この取組は目標を達成して、これで終わるということですので、

これ以上は申しませんけれども。この監査事業の体制構築が目指すべきアウトカムが何な

のかということから考え直していただければ、今回の議論を踏まえて、他の体制構築など

の取組においても、体制構築の事業の成果は何なのかと考えることよりも、それをやるこ

とによって何をしようとしているのか、それに対して、その取組がどう貢献するのかとい

うところを見定めていただければ、必然的に、このようなＸではなくて、他に評価できる

項目も出てくるのではないかなというふうに思います。 
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事務局 

 おっしゃるとおりだと思います。その改善件数が行く行くはゼロになればいいと。幾ら

こちらが監査をしても、改善すべき事項も出てこなければいいと。それはあるべき姿とし

て間違いのないことだと思います。ただ、この２年間のプログラムを策定する段階では、

なかなか現実的にそこまで目標設定ができないという中で、現段階ではこういう考え方と

いうところでございます。 

藏田委員 

 こういう意見を踏まえて、ここまで議論されてきたということについては、ご検討いた

だきましてありがとうございましたということだと思います。 

 今後、同種類の体制構築の取組が行革の事業としてあがってくるということも多々ある

と思いますので、今回の事例を踏まえて、今後、指標設定ができるような方法をつくって

いければいいのではないかなと思います。 

伊藤会長 

 指導・勧告件数によって何が測れるのかと考えたときに、実際に監査に入っているとい

うこと自体の数値でもありますので、これが多いとか少ないとかということで、必ずしも

マイナスの評価ということにはおそらくならないのではないかなと思います。 

 介護、障害福祉サービス自体の全体のパフォーマンスという面からすると、指導される

件数が多いということは、おそらくマイナスの評価になり得ると思うのですが、一方で、

この指導・監査という取組の効果を測るという面からすれば、必ずしもその件数が多いこ

と自体はマイナスにはならないというふうにも考えられると思います。所管課としては、

この数値がひとり歩きすること自体に、非常に懸念があるということで、今回、Ｘという

判断をされたのかなと思いますけれども。 

事務局 

 たくさん指摘されたということをポジティブに捉えて評価していいのかというところで、

気持ち悪い、感情的な表現で申し訳ないですけれども、なかなか評価しづらいなというの

が、所管課、また我々を含めての思いというところです。 
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伊藤会長 

 ただ、犯罪の取り締まりとは違いますけれども、その取り締まりの件数が増えること自

体は、別に指標として悪いことではないわけですので、そこの考え方の違いが出ているの

かなというふうに思います。 

 もちろん、一面だけを捉えられて、指導監査の件数が増えているということは、サービ

スの質自体が悪くなっているのではないかと評価されてしまう恐れがあるということは、

確かにそのとおりなのですが、行革の観点で、業務執行体制を強化してどう適切に仕事を

しているかという評価基準からすれば、そこはまた区別して評価できるところなのではな

いかなとも思いますが、なかなかそこは難しいということで、今回はこういう評価結果に

なったと理解しています。 

 今後、同種の指標の設定や、評価の仕方などの課題も出てくると思いますので、そこは

また各部局と丁寧に検討していただく必要があると思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次の取組についてお願いします。 

事務局 

 それでは、今ご覧いただいたものの下の１５番をご覧いただきたいと思います。 

 「新たな情報通信技術を活用した取組の推進」ということで、１５５ページ、１５６ペ

ージをお開きください。 

 計画（Ｐｌａｎ）の欄の取組の方向性、また、具体的な取組内容というところをご覧い

ただきたいと思うのですが、平成２８年度、２９年度の活動目標としまして、公衆無線Ｌ

ＡＮ環境の整備について、民間アクセスポイントを活用するなど、行政負担を抑えながら、

効率的に利用範囲の拡大を進めるというところを活動目標に掲げた取組になっておりまし

て、その下の実施結果（Ｄｏ）のところをご覧いただきますと、行政施設と民間アクセス

ポイントを含め、拡大に取り組んだ結果、公衆無線ＬＡＮ環境が約１，６００か所で利用

可能になったということで、拡大できたということです。 

 また、あわせまして、「かわさきアプリ」のサービスの中で、イベントアプリというサ

ービスを平成２９年度から開始したり、オープンデータの利用などの推進を図ったという

ことで、目標どおりの２をつけております。 

 右側の評価（Ｃｈｅｃｋ）の欄をご覧いただきますと、総体的効果といたしまして、サ
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ービス向上等が図られたということで、モノの効果としまして、市内１，６００か所の無

線ＬＡＮ環境アクセスポイントを利用できる環境を整備できたということで、市民の利便

性向上につながったということ。また、カネの効果といたしまして、民間アクセスポイン

トを活用することで財政負担を抑えられたということ。また、情報の効果としまして、

「かわさきアプリ」のサービスを開始して、地域情報の効果的な発信をすることができた

ということで、３点から評価をしております。 

 事務事業等への貢献度としましては、成果指標として掲げているオープンデータのダウ

ンロード数が目標に達しなかったということで、課題も一定あるということで、貢献でき

たが課題もあった、Ｃとしております。 

 こちらは、いただいております御意見としまして、資料２をご覧いただきたいと思いま

すが、「取組の総体的効果」欄のカネの効果について、説明の記述が欲しいということで、

環境整備には経費が投入されているので、費用対効果としてどう捉えるかという見解を示

す必要があるのではないかという御意見をいただいております。 

 こちらの考え方ですけれども、右側の欄をご覧いただきまして、本取組は、公衆無線Ｌ

ＡＮ環境の整備充実に向けたアクセスポイントの利用範囲の拡大を図るというものでして、

特に効率的・効果的に、行政負担を抑えながら進めることを目標に掲げたものでございま

す。そうしたところから、民間アクセスポイントを活用して、本市が整備することとした

場合には、１か所約４万円かかるのですが、その経費を投入することなく、利用範囲の拡

大を図ることができたというところで、財政的効果があったものという評価をさせていた

だいたところでございます。 

 また、こうした御意見を踏まえまして、財政的な効果をより分かりやすくお伝えするた

め、総体的効果の欄に、１か所あたり約４万円の費用削減につながったという旨を今後追

記していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 こちらについて、ご質問、ご意見はいかがでしょうか。 

谷本委員 
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 数字、金額が記載されていなかったので、カネの効果といっても、どのぐらいの効果な

のかをお伺いしたいと思っていました。ここで、１か所当たり約４万円の初期費用が抑え

られているということで、この記載が入ってくれば見えてくると思います。 

伊藤会長 

 よろしいでしょうか。 

 では、このような形で対応していただくということでお願いいたします。 

 それでは、次の取組をお願いいたします。 

事務局 

 それでは、今ご覧いただいた資料２の下のところの１６番をご覧いただきたいと思いま

す。 

 こちらは、同趣旨の御意見をいただいているものがありますので、代表してご説明した

いと思います。１６番から、その次の１７番、１８番、また少し飛びまして２６、２７と

五つの項目が、いずれも人材育成に関連するものでして、人材育成の取組の効果測定に関

しまして、研修に参加した人の意識変化とあわせて、研修を踏まえた取組がどのぐらい実

践できたのか。また、その取組を新たにいくつ考えて実践できたのか。実践のところに着

目した効果測定ができないかという御意見をいただいたところでございます。 

 この中から、１６番と１７番を取り上げてご説明させていただきたいと思います。 

 まず、１６番については、３０７ページ、３０８ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 「計画的な人材育成の推進」ということで、取組の方向性のところをご覧いただきます

と、こちらは、平成２８年に策定をいたしました「人材育成基本方針」に基づいて、職員、

職場、また育成部門が連携をして取組を進めるというものになっておりまして、左下のそ

の他の活動実績のところをご覧いただきますと、平成２８年度には、行動指針等の庁内の

浸透を図るために、管理職会議等を活用して説明会、出前講座のようなものを実施したり

ですとか、平成２９年度には、ＯＪＴを支援するツールとしての「成長キャリアノート」

等を導入したり、管理職のマネジメントの実践に生かしていただくために、「マネジメン

トハンドブック」を策定したりといった取組を行っております。 

 右側の評価（Ｃｈｅｃｋ）の欄の総体的効果をご覧いただきますと、ヒトの効果といた
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しまして、平成２９年度に初めて実施した「働き方アンケート」というものがございまし

て、そちらの中で、「研修やＯＪＴに対する取組が、職員としての意識やスキルの向上に

役立っていると考える職員の割合」を出していて、こちらは５６．９％でございました。 

 また、平成２９年度実施の、市民アンケートにおいて、「市職員が市民とともに地域の

課題に取り組もうとしていると考えている市民の割合」というものを把握しておりまして、

こちらが２４．１％ということで、同内容のアンケートを実施した平成２５年度の１７．

１％から向上が見られたということでヒトの効果として評価しております。 

 こちらは、５６．９％という結果については高いと言える数字ではないので、課題があ

るということでＣの評価をさせていただいております。 

 Ｎｏ．１７は、３１３ページの「市民活動を効果的に支援する職員の人材育成」という

課題になっております。 

 取組の方向性といたしまして、職員研修の実施を通じて、町内会・自治会を初めとした

市民活動団体の活動に関する職員の課題認識を高めて、市民活動団体の活動力の向上が図

られるように取り組むというものでございまして、左下の実施結果のところをご覧いただ

きますと、この２年間を通じて、町内会・自治会に対する行政依頼事務を削減することで、

本来の活動である顔の見える関係づくり等の取組を活性化させる、あるいは各区の地域振

興課職員のファシリテーションによるワークショップ形式の研修などを実施したというこ

とで、目標どおりの２をつけております。 

右側の欄をご覧いただきまして、評価（Ｃｈｅｃｋ）の欄ですけれども、ヒトの効果と

いうことで、こうした研修等を通じて、職員の町内会・自治会に関する課題認識を高めま

して、研修受講者へのアンケート結果では、９７％の職員が、町内会・自治会に対する意

識の変化があったと回答しております。また、このような課題認識のもと、実践につなが

った例としまして、町内会・自治会長に出席していただく会議の日程を、組織内で共有・

見える化することで、会議の負担を軽減する取組などにつながっているというところで、

ヒトの効果というところを評価しております。 

一方で、今後も活性化に向けて職員の育成などをさらに推進していくという認識から、

課題もあったけれども、一定の貢献ができたという評価をしております。 

資料２にお戻りいただきまして、まず４ページの一番下にあります１６番でございます

けれども、実践につながったのかというご意見に対しまして、考え方の欄ですけれども、

いただいたご意見を踏まえて検討を行った結果、職員のアンケートにおける「研修やＯＪ
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Ｔに対する取組が、職員としての意識やスキルの向上に役立っているか」ですとか、市民

アンケートにおける「職員が地域課題に取り組んでいると感じるか」というところを取り

上げまして、これまでＸということで評価していたものを、Ｃということで評価させてい

ただきました。 

また、次のページをお開きいただきまして、Ｎｏ．１７ですけれども、こちらも同趣旨

のご意見をいただいたところですが、研修受講者が所属する組織において、町内会・自治

会等の負担軽減を図る取組が実践されたところから効果を測定しておりまして、ＸからＣ

という評価に変えさせていただいております。 

また、このＮｏ．１７につきましては、あわせて情報の面での効果も認めてもいいので

はないかというご意見をいただいておりますので、こちらは、確かにご指摘のとおり、話

し合いの場等につながり、課題認識の共有が図られたというところで、情報の効果として

も今後記載を追加してまいりたいと考えております。 

説明については以上になります。 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、こちらにつきましてのご意見、ご質問をお願いしたいと思います。 

谷本委員 

 この市民アンケートの中の「市民とともに地域の課題に取り組もうとしていると思う

か」という質問項目については、毎年聞いているものなのでしょうか。 

事務局 

 毎年ではなくて、３０８ページの総体的効果欄に記載させていただいておりますとおり、

今回は２９年度に実施させていただいていますが、その前は平成２５年度にさかのぼると

いうところで、これまで人材育成の取組を進めていく中で、計画の策定等を、今現在であ

れば「人材育成基本方針」という形で策定しておりますが、そういった計画の策定の機会

を捉えて、どのぐらい人材育成の取組ができているのかということを測るために、あるタ

イミングでアンケートを実施しているというところで、毎年ということでは実施していな

いところでございます。 
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谷本委員 

 率直に、市民の方が、市の職員の方とそれほど接する機会がないにも関わらず、このア

ンケートの項目に、どうやって答えていらっしゃるのかなと疑問に思ったものですから。 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 このアンケートは、最初に、「市職員と接したことがあるかないか」という項目を聞い

た上で、「接したことがある」という方に対して質問を聞いているという形になっていま

す。また、「接する頻度」についても、よく接する場合もあれば、時々という場合もある

ので、その辺りを聞いた上で聞いております。 

谷本委員 

 少なからず市職員と接触をしている方の中の評価が高まったということは確かなわけで

すね。 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 そうです。 

伊藤会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 この人材育成の取組の効果を測るのはなかなか難しいところですが、今回職員に対する

アンケート調査も行ったということで、今後も多分継続的に行っていただけるものと思い

ますので、できるだけ効果を測れるような取組を継続していっていただきたいと思います。 

 これもＸがＣになっており、きちんと貢献度のところを評価できるようになったという

ことで改善されていると思っております。 

 それでは、次の取組をお願いいたします。 

事務局 

 それでは、資料２の５ページの、１９番から、またいくつかまとめさせていただきます

が、１９番と、その次の２０番、２２番、２３番、２５番、こちらがいずれも今回の内部
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評価結果に対して、区役所利用者のサービス満足度による評価とあわせて、職員アンケー

トを通じた効果の測定も必要であるという意見をいただいたところでございます。 

 同趣旨の意見ということで、こちらもこの中から、２２番の高津区役所の取組を取り上

げてご説明をさせていただきたいと思います。評価シートのほうは３２５ページ、３２６

ページをお開きいただきたいと思います。 

 区役所サービスを支える人材の計画的な育成ということでして、計画（Ｐｌａｎ）の取

組の方向性の欄をご覧いただきますと、「高津区役所人材育成計画」に基づきまして、区

役所サービスの向上を図るという取組でございまして、実施結果（Ｄｏ）のところ、その

他の活動実績をご覧いただきますと、区役所サービス向上に向けまして、同計画に基づい

て、区役所の接遇基本研修を実施したり、「ビジョンの共有化」を目的として、「区長と

語る会」ですとか、「オフサイトミーティング」の実施、また、多数者間で良好な関係を

築く能力の向上ということで、「コミュニケーション能力向上研修」など各種研修を実施

したということで、目標どおりの２をつけております。 

 右側の取組の総体的効果の欄をご覧いただきまして、こちらはサービス向上につながっ

たというモノの効果として取り上げています。高津区役所利用者のサービス満足度につき

ましては、２８年度９６.９％に対して、２９年度９９.７％、先ほどご議論のあったアン

ケートになりますけれども、区役所サービス向上に向けて、研修などに一定の効果があっ

たものと考えますということで、評価させていただいております。 

貢献度につきましても、貢献したＢということで評価しています。 

 こちらは、資料２の６ページをご覧いただきたいと思います。 

 ６ページの下のところに２２番がありますけれども、こちらは、少し濃い網掛けで平成

２８・２９年度内部評価に対するご意見ということで、事前意見としていただいたもので

すけれども、こちらは満足度による評価だけではなくて、職員アンケートを通じた効果の

測定も必要ではないかということで、これに対する考え方といたしまして、参加者へのア

ンケート調査も、この研修の開催に当たって実施しておりますので、その結果をモノの効

果に加えまして、ヒトの効果として、取組の総体的効果欄に今後記載をしてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

伊藤会長 
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 ありがとうございます。 

 こちらについて、ご質問、ご意見はいかがでしょうか。 

 満足度だけで、果たしてそれが本当に職員の人材育成の効果として測れるのかどうかと

いうところがありまして、また、区によって、データの取り方といいますか、活用してい

る情報が違うということもありました。それぞれの区で満足度を活用していたり、研修を

受けた職員のアンケートを活用していたりというところがあるので、同じような事業をや

っているのであれば、両方活用できるのではないかと思いました。 

 サービスの受け手の側の満足度が、果たして職員研修の効果なのかどうかというところ

は、なかなか測りづらいところもありますので、あわせて職員の意識の改善のようなもの

があれば、そことあわせて評価できるのではないかということで、こちらは指摘をさせて

いただいたところです。 

 区ごとにそれぞれデータを持っているということですので、同じような取組であれば、

同じようなデータを使って指標を設定して、評価をするということができるのではないか

というような指摘をさせていただきました。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、そのように対応をしていただけるということですのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、次の取組についてお願いいたします。 

事務局 

 続きまして、資料２で言いますと、２１番と２４番でございます。こちらは、先ほどと

は逆に、サービスの満足度を活用できていなかった項目について、サービスの満足度を活

用すべきではないかというご意見をいただいたものになります。こちらは、２１、２４の

中から２４番を取り上げさせていただいてご説明させていただきます。 

 ３２９、３３０ページをお開きください。 

 多摩区役所における「更なる区役所サービス向上に向けた人材育成の推進」という課題

でございます。 

 計画（Ｐｌａｎ）の欄、取組の方向性のところでございますけれども、従来からの業務

研修や接遇研修などの効果の検証や内容の見直しを行いながら、こうした研修を引き続き

実施するとともに、地域の課題解決や自助・共助（互助）の促進に向けた地域づくりを進

めることができるようなコーディネート力のある人材の育成を推進するというものでござ
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います。 

 実施結果（Ｄｏ）のところをご覧いただきますと、多摩区の人材育成計画に基づいて、

各種業務研修ですとか接遇研修、サービス向上研修など、区役所サービス向上に向けた各

種の研修を実施したということで、２の評価にしております。 

 右側の取組の総体的効果の欄をご覧いただきますと、ヒトの効果ということで、研修の

受講者に対して実施したアンケートの結果を取り上げていまして、「十分役立てている」

または「役立てている」と回答した割合が９６.５％ということで、一定の効果があった

という評価をして、貢献度もＢにしております。 

 こちらに対しまして、先ほど資料２でご覧いただきましたように、区役所利用者のサー

ビス満足度も活用すべきではないかということでございまして、資料２の７ページにお戻

りいただきまして、ご意見に対する考え方といたしまして、ご意見を踏まえまして、利用

者の満足度の結果をモノの効果として取組の総体的効果欄に追記してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

伊藤会長 

 いかがでしょうか。こちらも先ほどのものと表裏といいますか、こちらは満足度のデー

タが記載されていないということでしたので、あわせて評価の指標としても使えるところ

があるのではないかというような指摘です。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、そのように対応していただくということでお願いしたいと思います。 

事務局 

 １点、よろしいでしょうか。 

 先ほど、前半の取組１の協働・連携の取組の中で、各区役所のアンケートについて、多

摩区役所では１００％だねというところで、今後どうやって改善の効果を測っていくのか

というお話もいただいたところですが、昨年度の委員会でいろいろな指摘やご意見をいた

だきまして、昨年度１年間かけて第２期のプログラムを策定する中で、こういった人材育

成の取組については、先ほどご紹介した区役所のサービス満足度を指標として掲げたとい

うところもありまして、その効果測定の方法についても、その指標の中で述べている部分
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もありますので、短期的には、まずは同じようなアンケートを、今ご説明させていただい

た人材育成の部分も含めて、経年的にとっていきながら、高いものについては高い数値を

維持していくということをまずやりながら、第２期プログラムの中でも追いかけていくと

ともに、あわせてこの人材育成、協働・連携の取組ともに、必要な部分については見直し

をやりながらアンケートをやっていくということで。一旦は、第２期にも設定した部分も

あるので、いきなり変えるというよりは、引き続き、高いところを維持していくというと

ころを掲げてやっていきたいなというところでございます。 

 また、昨年度の委員会の中で、九十何％だかを目標として設定しておりまして、目標値

に少し届かなかったけれども、相変わらず高い数値だったというところで、それをポジテ

ィブに捉えるのか、ネガティブに捉えるのか、つまり、ＢなのかＣなのかみたいな話もあ

りましたが、そういったことも含めて、高い水準値を維持していくというところで取り組

んでいきたいと考えております。 

伊藤会長 

 はい、ありがとうございます。 

 ここまで数値が高止まりすると、わずか０．何ポイント下がったからどうということは

おそらく言えないと思いますので、そこは柔軟に考えて、ぜひ評価に臨んでいただきたい

と思います。 

事務局 

第２期プログラムの中でも、それぞれ指標の目標値を設定しているところですが、例え

ば、１００％が微減して、９９.８ですとなったときに、下がったらＣですという評価を

するのはどうなのかと、また来年度、議論というか、考えなければいけない部分かなとは

思いますけれども、引き続き高い数値を目標にやっていくというところは変わらないかな

と思っております。 

伊藤会長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、次の取組をお願いいたします。 
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事務局

 それでは、最後の取組といたしまして８ページの２８番をご覧いただきたいと思います。 

 「職員の能力・意欲をさらに向上させる人事評価制度の見直し」ということで、３４５

ページ、３４６ページをお開きいただきたいと思います。 

 計画（Ｐｌａｎ）の欄の取組の方向性をご覧いただきますと、人事評価制度について、

職員のやる気と働きがいを今まで以上に引き出すために、標準職務遂行能力に沿った能力

評価への対応に加え、新たな追加加点に関する検討を行うなど、評価制度の見直しを検討

します、という取組でございます。 

 実施結果（Ｄｏ）のところをご覧いただきますと、まず２８年度には、制度の改正とし

て、先ほど申し上げた２点について改正を行ったとともに、人事評価システムの改修や制

度改正に係る周知等を行いました。そして、新しい制度の運用を２９年度から開始してい

るというところで、ほぼ目標どおりの２をつけております。 

 右側の評価（Ｃｈｅｃｋ）の欄をご覧いただきますと、こちらが全体を通じて二つ目の

Ｘをつけたものになっておりまして、人事評価制度の取組が職員の意欲・能力の向上に寄

与したかを数値で明確に測定することは、なかなか難しいという判断で、Ｘをつけており

ます。 

 こちらの考え方は、資料２にお戻りいただきまして、資料２の２８番のところです。 

 まず、いただいておりますご意見といたしましては、人事評価制度の取組が職員の意

欲・能力の向上に寄与したかを、数値で明確に測定することは困難であるために、Ｘとし

ているが、人事評価制度は人材育成のための制度であり、評価者・被評価者へのアンケー

ト等を通じて、制度のあり方を不断に見直すことが必要ではないか。数値化はできないと

しても、制度導入の効果を検証する取組は必要ではないかというご意見をいただいている

ところでございます。 

 これに対する考え方でございますが、いただいておりますご意見のとおり、制度のあり

方を継続的に検証して見直しを図っていくということは必要であると考えておりまして、

現在も「人事評価制度を十分に理解し適正な評価を行えているか」という視点ですとか、

「業務目標の達成に向けて取組を進める中で、人事評価制度が有効なツールとなっている

か」といった視点から、評価者・被評価者へのアンケートを実施しています。 

 また、新たな人事評価制度の効果測定については、２９年度から制度の運用を開始し、

平成２９年度末に初めて新制度を、先ほど申し上げたように評価を実施したというところ
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でございまして、現時点では測定が難しいというふうに考えております。 

今後については、アンケート項目の見直し等も含めて検討しながら、引き続き、制度の

検証を進めるとともに、取組の効果測定についても検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 今の取組について、ご質問、ご意見、いかがでしょうか。 

 要は、平成２９年度から新しい仕組みにしたということなので、まだ効果が測れないと。 

事務局 

 まだ測れないというわけではなくて、１ローテーションしているので、効果が出ている

のかもしれないけれども、まだ測定はできていないということです。Ｘとしている意味は

そこになります。 

伊藤会長 

 まだ測定ができていないと。これはＹなのかＸなのかというところですね。まだ効果が

発現していないと捉えるのか、そもそも測定できないと捉えるのか。ここの書きぶりです

と、そもそもこういうものは測定できないというような判断としか見えないのですが。 

 もちろん、定量的に評価できないとは思いますけれども、おそらく、制度を回していく

と何らかの課題が出てくるわけで、平成２９年度の制度変更も、それを踏まえて行われて

いるはずですので、何らかの評価の手がかりみたいなものというのは、あり得るのかなと

いう気はするのですが。 

事務局 

 実際、３４６ページのところの、総体的効果欄の２ポツ目にも記載をさせていただいて

いますが、新たに見直した中での人事評価制度におきまして、例として書かせていただい

ていますのが、窓口対応時における対応チェックリストの作成、その活用による時間の短

縮だとか、Ｅｘｃｅｌだとか、そういったものを使いながら、データ処理の効率化という

ことで、こういったものは実際に評価されているということですので、何らかの効果は出
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ているのかもしれないのですが、まだ、人事評価制度を見直したからこそ、この取組が生

まれたというところまでは、なかなか言いづらいなと。 

 もともと、いろいろと他の取組もやっている中で、改善に向けた取組というのは過去ず

っとやってきたところなので、それが今回たまたま評価できる仕組みになったから、そう

いう取組が評価されたという見方もできるので、この２点だけではないと思いますが、こ

ういった例えば２点の取組が上がったから評価できるというのも、なかなか言いづらいな

と。そこまで自信を持って評価できないなというような面があるということで、Ｘという

ふうに事務局としては捉えさせていただいているところです。 

 今後またアンケートについては、今はどちらかというと適正に評価ができているのかで

きていないのかというような部分での、内部からのご指摘もありながらの内容になってお

りますので、まさに評価する側と、評価される側としても適正に評価されているか、人事

評価制度が適正に運用されているのかという観点のアンケートをやっているので、見直し

もやりながら、こういった効果測定が可能なのかも含めて、検討していきたいというとこ

ろでございます。 

黒石委員 

 職員さんは、全庁的なＥＳ調査的なものはやってないんでしょうか。 

事務局 

 ごめんなさい。ＥＳ調査というのは。 

黒石委員 

従業員の意識調査や、日常の仕事に対する満足度調査のことです。 

事務局 

 働き方に関するアンケートというものはやってございまして、川崎市の職員としての働

き方に満足しているかという項目だったと思いますが、そういったものであれば調査して

おります。 

黒石委員 
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 調査の仕方によっては、もっと普通にとれるんじゃないかなと思いますが。できない、

できないと、すごい言われていますが。 

伊藤会長 

 職務の満足度や、働き方、意欲の調査については、おそらく調査できると思いますけれ

ども、この人事評価と関係している部分がどれくらいあるかというところがあって、この

人事評価の見直しに関してはまた別の話かなと思います。 

黒石委員 

 評価制度を変えた今、それについてどうですかという不満の意見をとったり、満足して

いるという意見、よくなったという意見をとったりというような設計をしていれば、とれ

る話なので。 

組織マネジメント上、今、民間ではものすごいそういうものをやっているんですよね。

公共の世界で職員さんに対して、そういうものがどれぐらい充実しているのかなと、今ず

っと聞いて思ったんですけど、その辺は結構立ち遅れている気がするんですよ。結構そう

いうものは今、コンプライアンス意識調査とか、ＥＳ調査とか、行動指針調査とか、いろ

んな名前で結構あって、そんな調査、調査で時間をとって仕事をロスするのも本末転倒な

んですけど、そういうものを全体的に見直す。けれども、そういう情報は大事ということ

で、１００項目をみんなで一斉にやったりして、それをレビューして、自分たちの組織マ

ネジメントに生かそうということを、昨今の民間企業ではすごくやっているんですよね。 

 そういうものを参考にして、もう少しいろいろと設計すれば、できない、できない、と

れない、測定できないと、あまり軽はずみに言わなくていいのではないかと聞いていて思

うところが結構ありました。 

事務局 

 まさに１ローテーション、２９年度に見直しをしました、実際にその見直した制度のも

と人事評価をしましたというのが年度末というところなので、また所管課としても、来年

度アンケートの見直しも行いながらということを、今も所管課とコミュニケーションをと

る中でそういう話も聞いていますので、そこは前向きに考えていくのかなというふうには

思っております。 
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北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 １点、満足度調査という意味でいきますと、従前、女性活躍推進といった観点から、女

性職員向けのアンケート調査がありましたので、それを今回、昨年度から働き方改革を進

めていくということも含めて、先ほど事務局からも考え方を申し上げましたが、働き方に

関するアンケートという中で、市の職員としての満足度であったり、職場環境に対する満

足度であったりということで、かなり幅広にアンケート項目を実施しているところがあり

ます。ただ、今手元にそれを持ち合わせていなくて、その中に人事評価の関係の項目があ

ったかどうかは、今はっきりとわからないのですが。 

 おっしゃったとおり、いろいろな把握の仕方があろうかと思います。今回人事課でも、

取組の効果測定について検討していきますと述べていますので、そういった中で活用がで

きるかどうかというところは、引き続き検討していきたいと思っております。 

谷本委員 

 人事異動に当たって、本人への意向調査みたいなことはされていないのでしょうか。 

井上人事課長 

 人事異動の際には、異動申告書という形で、意向調査をしております。 

谷本委員 

 全員を対象にですか。 

井上人事課長 

 異動の対象者だけです。 

谷本委員 

 それがある程度全員に必ず聞ける場があればいいかなというところはあるのかなと思い

ますが。異動の対象者だけということではなくて。 

黒石委員 
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 昔は、みんなそうだったじゃないですか。民間も含めて、そういう意識とか意欲をどう

引き出すかとか、組織的行動指針、それこそここに書かれているような人材育成のために、

どういう方向性をそろえていくのか、もっと自分で考えて、柔軟で新しいこと、イノベイ

ティブなことをやれるのかとか、いっぱいそういう課題設定をしてみれば、そういうもの

をどんどん引き出せているかどうかという経常的なチェック体制、補足体制が必要で、そ

ういうものを結構ものすごく綿密に盛り込んだ調査シートみたいなものにすごい力を入れ

て、ここ１０年ぐらいですけれども、民間企業はやっているんですよね。そういえば、そ

ういうものをあまり公共の世界では見ないなと、今ふと思いました。 

谷本委員 

 この人事評価というのは、自分で自分を評価するものなのですか。 

伊藤会長 

 まず自己評価をして、それを上司が評価をするという形です。 

谷本委員 

 自己評価の段階で何か書き込めれば、そういう情報がとれるということですよね。 

事務局 

 自己評価としても、年度当初に掲げた目標に対して、僕はこれだけやりましたよという

のを書いて、それを上司が、その目標に対してどうだったねということで評価をするとい

うことなので、自己評価という意味では、自分でまずはこういうことやりましたというこ

とを書く機会があるので、そこは評価される側もできるとは思いますが。 

谷本委員 

 自己評価したものは集約していないのですか。つまり個々人の方が自分の仕事をレビュ

ーされて自分で点検をされた表というものは、その方と上司の方だけで終わってしまうも

のなのですか。 

井上人事課長 
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 人事課の評価担当で全件を見られるような形になっておりますけれども。評価そのもの

は、各局区単位で完結するような形になっております。 

谷本委員 

 なんかその制度をうまく使えないですかね。 

伊藤会長 

 能力評価と業績評価なので、自分の職務に必要な能力をどう評価するかというところと、

初期に設定した目標を達成できたかどうかというところですので、職務の満足度とか意欲

とかということは、おそらく直接はそこには反映されていないと思います。 

 ここでも出ていますが、評価者、被評価者へのアンケートを人事課でやられていると思

いますので、そこには、例えばこの人事評価制度が職務の意欲を引き出すような形になっ

ているかどうかとか、あるいはその運用自体に満足しているかとか、あるいは自分の評価

に対してどう思うかというところはおそらくあると思います。 

 そこの部分がもし長期的にデータとして蓄積されていくのであれば、この制度の見直し

なり、この評価制度の評価にもつなげられると思いますが、今の時点では出していただけ

ないということだろうと思います。あるいは、そこを分析するには、まだ日が浅いという

ことだろうと思いますので、この部分は、制度の見直しを含めて非常に重要なマネジメン

トのツールになるところですので、可能であれば、今後Ｘではない形で評価できるような

方向でお願いできればと思います。 

もちろん、評価制度自体の評価といいますか、それに対する意見は、組合との関係もお

そらくあると思いますので、その部分は慎重に取り扱っていただく必要があろうかと思い

ますけれども、可能であれば、こういった取組もＸではないような形で、将来的には対応

していただけるようにお願いしたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

黒石委員 

 参考までにですが、人事部門が調査しますという枠組みではない形が、今流行ってやっ

ているんですね。例えばうちの６,０００人の組織構成員たちが、組織に対してどうロイ

ヤリティを持って我々の定義する目指すべき方向性に対して、ちゃんと意欲的に進んでい
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るかということを、コンプライアンスチェックシートというものを年間全員やるんですけ

ど、これは法令遵守ということだけではなくて、もっと広義のコンプライアンスを、自分

たちが今どう思ってやっているのか、どうモチベーションを持っているのか、どういう不

満・不平を持っているのかということを、現状を意識調査して、それを組織単位で集計し

て、どういう状況なのかということを毎年毎年とってモニターしたりとか、そういうこと

が大事だといって、この１０年、結構大規模にやっているんですね。 

 ですから、人事課でやって評価につなぐとか、そういうものとは違うレベルでやってい

たりするので、本当に人材育成はすごく大事なテーマですけれども、どういう形で捕捉し

たらいいかということは難しい話なので、一個一個つぶつぶでやっていくと、またそれは

それで調査のための調査になったりしますから、これだけ働き方改革とか女性活躍社会と

か、社会環境によっていろいろと新しい動きができてきている中、そういうものを一気通

貫でコンパクトにリサーチしたりするような設計を全庁的に考えてみてもいいのかなと、

今、聞いて思いました。 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 今後ぜひ人事だとか、あるいは内部統制もこれから始まりますので、マネジメントとい

う垣根を超えて職員の働き方や意欲を引き出すための基礎的なデータをどう把握するかと

いうことを、ぜひご検討いただければと思います。 

 実際には、いろいろと調整しなければいけないところがあって、民間と比べるとなかな

かすぐに対応ということはできないかもしれませんけれども、長期的な課題として、ぜひ

ご検討いただければと思います。 

 よろしいでしょうか。取組については、これで一通りご説明いただいたということです

ね。それでは、取組ごとの評価シートの評価結果に関する審議は以上といたします。 

 なお、本日の取組ごとの審議結果を踏まえて、７月２０日に開催予定の第２回委員会に

おいては、取組結果全体に対する評価について審議したいと思います。また、本日、いろ

いろと審議してまいりましたけれども、指標の取り方など共通した課題について、委員の

皆さんからご指摘いただいたと思いますので、そちらについても審議したいと思います。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 次に、出資法人の経営改善及び連携活用に関する指針を踏まえた再就職等に関する規制
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の見直しについてです。事務局からご説明をお願いいたします。 

織裳行政改革マネジメント推進室担当課長 

 それでは、資料の後ろから２番目にありますＡ３判の参考資料１を初めにご覧ください。 

 議題（３）の再就職等に関する規制の見直しの説明に入らせていただく前に、昨年７月

から４回にわたり議論を行い、提言をまとめていただきました、行財政改革推進委員会出

資法人改革検討部会における提言の概要について、振り返りをさせていただきたいと思い

ます。 

 こちらの資料は、今年２月に、市議会常任委員会に提言の内容などを報告した際の資料

でございます。 

 初めに、上段の囲みでございますが、資料の中段から、国の指針においても、効率 

化・経営健全化と活用の両立が求められるようになるなど、出資法人を取り巻く環境の変

化を踏まえて、本市がこれまでに取り組んできた「効率化・経営健全化」とあわせて、市

の行政目的に沿った「連携・活用」を図っていくという視点で、法人へどのように関わっ

ていくべきかご検討をいただき、提言をいただいたものでございます。 

 資料の中段では、提言の概要を記載しておりますが、左側の、これまでの主な取組とし

まして、（１）出資法人の統廃合、（２）財政的関与の見直しなど、これまで本市が取り

組んでまいりました主な事項を記載しております。 

 真ん中の列、中央の欄の課題認識でございますが、一つ目には、自主的・自立的経営力

の確保について、法人自らが経営健全化や効率的・効果的な事業運営などを行うよう、市

としても促していく必要があるということ、二つ目には、経営状況等の把握・評価等の観

点で、市が期待する役割と法人自身が設定した指標との整合性や様式の分かりづらさなど

の点で改善の余地があるということ、また、三つ目として、法人の運営体制の構築の観点

で、派遣職員の引き上げや退職職員の再就職規制などの取組について、市職員の知識・経

験の活用が図りにくい側面があるのではないか、といった課題認識を整理していただきま

した。 

 右側の列、今後の取組の方向性についてでございますが、それぞれの課題認識に対応し

て、まず（１）出資法人の自主的・自立的経営の確立といたしまして、人材や財源の効果

的な活用、事務事業の見直し、業務の効率化などとともに、優れた人材の確保、育成に取

り組む必要があること、（２）経営状況等の把握・評価等に向けた関わりといたしまして
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は、市の施策との連携を意識した出資法人に期待する成果をより適切に測ることができる

指標の設定や外部の専門家によるチェックなどについて検討する必要があること、（３）

法人の運営体制の構築・強化に向けた関わりといたしましては、二つ目のポツ、再就職候

補者選考委員会において、本市における履歴や知識・経験等を十分に審議した上で、関連

法人への人材情報の提供を可能とすることや、当該委員会の体制の充実などについて検討

する必要があること、また、三つ目のポツにあります役員の報酬については、役職や責任

の度合いに応じたものとするとともに、経営の健全化や再就職に対する信頼性の確保に留

意し、社会一般の情勢を踏まえたものとする必要があることについて、提言をいただいた

ところでございます。 

 資料下段の、左側の囲みが、この提言を踏まえた本市の今後の取組などを整理しており、

行財政改革第２期プログラムにおきましても、具体的な取組内容として、１点目として、

効率的・効果的な事業運営や優れた人材の確保・育成など、自主的・自立的経営に向けた

適切な関与を図っていくこと、２点目として、経営目標の設定・評価・結果公表等の一連

のプロセスの再構築によって、市の施策展開にあわせた事業実施への誘導や、経営・財務

状況等の適切な把握・評価等の取組を推進すること、３点目として、運営体制の強化等に

向けた職員派遣や退職職員の再就職規制の見直しについて、検討を実施していくこととし

ております。 

 次に、右側のスケジュールについてでございますが、今年４月には、今回の提言に基づ

き、経営改善指針の改訂を行っております。また、中段の矢印、経営目標の設定・評価・

公表等の新たなプロセス検討及び経営目標の設定につきましては、現在、各出資法人の所

管局と法人で目標の設定作業を行っており、次回の７月２０日に開催されます第２回の本

委員会でご審議をいただく予定でございます。その後、８月下旬を目途に市議会へ報告を

行っていく予定でございます。 

 また、最下段の本日ご審議いただく再就職候補者選考委員会や再就職規制の見直しにつ

きましては、平成３０年度末の退職者からの適用を想定しながら、制度構築の検討を行っ

てきたところでございます。 

 なお、別とじの参考資料２に、改訂しております出資法人の経営改善及び連携・活用に

関する指針を添付しておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 これまでの検討経過のご説明は以上でございます。 
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事務局 

 それでは、続いてご説明をさせていただきます。資料３をお手元にご用意願います。 

 再就職等に関する規制の見直しについて（案）ということでございます。 

 まず、１ページ目でございます。こちらにつきましては、今ご説明がありました部会か

らいただいた提言の内容のうち、再就職等に関することについて、ポイントをまとめさせ

ていただいたものでございます。 

 検討の趣旨と課題認識につきましては、今、ご説明がありましたので、省略をさせてい

ただきます。 

 下の文の、今後の取組の方向性のところにつきましては、今、一部ご説明のあったとこ

ろではありますけれども、改めてご説明をさせていただきます。 

 まず、市退職職員の再就職につきまして、この後ご説明いたしますけれども、現在の再

就職等に関する規制、これにつきましては、公務の公正性、また再就職の透明性の確保に

資する一方、市職員の専門知識・能力が出資法人に生かしにくくなる面も有しているとい

ったところでございまして、例えば、選考委員会において、本市での履歴であるとか、ま

た出資法人で活用できる知識・経験等を十分に審議すること等を条件として、出資法人へ

の人材情報の提供を可能とするとともに、その審議に向けて選考委員会の体制の充実を図

るなど、対応を検討していく必要があるといった提言をいただいたところでございます。 

 また、役員報酬につきましては、出資法人における役職員の報酬については、その役職

や責任の度合いに応じたものとすべきといったところと、また、本市退職職員が再就職す

る場合にあっては、その役職や責任の度合いを踏まえながらも、出資法人の経営健全化で

すとか再就職に関する信頼性の確保に留意をして、その額については社会一般の情勢を踏

まえたものとする必要があるといった提言をいただいてございます。また、出資法人が定

めた報酬額については、市への報告、公表を行う等、透明性を確保する方策を検討してい

く必要があるといった提言をいただいたところでございます。 

 いただいた提言を踏まえましての見直しの案を、２ページ以降に書かせていただいてお

ります。 

 まず２ページが、再就職候補者選考委員会、また再就職に至るプロセスに関しての見直

しでございます。 

 まず、現状の制度を図としてお示しをさせていただいておりますので、こちらをご覧く

ださい。この図の中ほどに選考委員会といった囲みがございますが、こちらにつきまして
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は、現行、委員の構成といたしましては、条例上定数５名以内という形になってございま

して、その構成としては、関係団体の役職員、学識経験者から構成をするといったことに

なっております。こういった構成の中で再就職候補者の選考を行う附属機関といった位置

づけになってございます。 

 手続といたしましては、左側から①ということで矢印が出てございますけれども、法人

側から市のほうに対しまして、求人情報登録の申し込みをいただくと、また一方、右側の

方から②ということで矢印が出ておりますけれども、退職予定職員のほうから人材情報の

登録をいただくと。それぞれの情報につきまして台帳として整備をさせていただいて、選

考委員会の中で、法人からいただいている求人に対する適切な人材の候補者の選考を行っ

ていくといったところでございまして、④として、選考委員会の結果を人材情報の提供と

いうことで、法人さんのほうに原則として候補者を複数名提供していくといった仕組みに

なってございます。その後、法人側のほうで採用選考をしていただくといったような流れ

になっているものでございます。 

 これが現行の再就職に関する全体的な流れでございますが、これに関する規制としまし

ては、その下にポツで二つほど書かせいただいておりますけれども、選考委員会において

は、離職時に課長級以上、管理職につきましては、一定の権限を有する者については、そ

の権限等に関連する企業等からの求人に対して、人材情報を提供しないと。また、同様に、

離職時に課長級以上の職員で、一定の権限を有する者は、離職前３年間の職務において契

約、許認可等、密接に関連する企業等には、離職後２年間は再就職を自粛するといったよ

うな規制があるところでございます。 

 ２ページの下のほうに、これらの現状、また提言を踏まえた見直し案を書かせていただ

いております。 

 まず、市として、先ほど提言の内容としてもご説明がございましたけれども、出資法人

の「効率化・経営健全化」、また市の行政目的に沿った「連携・活用」の両立を図ってい

く必要がある中で、現行の規制によって、市の職員として得た知識・経験、また、これら

に基づいてのマネジメント力等の能力につきまして、最も活用し得る法人、いわば最も精

通した分野で、そういった知識・経験を活かすことができないといった面があるところで

ございます。 

 また、職員自身の面から見ましても、本市を退職する職員にとっては、その知識・経

験・能力等を十分に発揮して、退職後も引き続き社会で活躍することが求められているか
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と思いますので、そういった環境を整えていく必要があるといったところでございます。 

 そういった課題認識を踏まえまして、現行の規制について見直しを行うものでございま

すけれども、現行の規制によって担保しようとしている公務の公正性、また再就職の透明

性の確保については、当然、引き続き重要でございますので、見直しに当たっては、これ

らの点についても十分に留意をしていくといったものでございます。 

 ３ページ以降に具体的な中身を書かせていただいておりますが、まず、１点目といたし

まして、再就職候補者選考委員会についての見直しでございます。 

 法人側からの求人の内容ですとか、そこで活用し得る履歴・知識・経験等について、よ

り客観的・専門的な審議を十分に行っていく。また、適切な人材の選考を行っていくため

に、次のとおり見直しを行うというものです。 

 まず、委員構成につきましては、より客観的・専門的な審議を行うため、この囲みの中

にございますけれども、現状定数５名の枠の中で、関係団体の役職員を３名、学識経験者

２名といった形で構成をしてございますけれども、見直し後につきましては、その比率を

変えまして、関係団体の役職員については１名、学識経験者を３名から４名程度というこ

とで、全体の比率を変えてまいりたいというふうに考えてございます。 

 また、この委員会の開催回数につきましても、個々の案件について、１件１件の審議時

間を確保し、より丁寧な充実した審議を行うために、現状は年１回の開催といったことに

なっておりますけれども、今後は、年に２回程度開催をしてまいりたいというふうに思っ

ております。 

 また、続きまして、その下の人材情報登録申込書、退職職員から提出をさせる申込書で

ございますけれども、こちらの様式についても、１点見直しを考えてございます。 

 この様式におきましては、「本市履歴」欄といったところがございまして、こちらにつ

いては、その下に様式を切り抜いた部分を張りつけさせていただいておりますが、現行の

離職前３年間の所属と業務内容を記載するといったような様式になっております。これに

つきましては、今後、求人をいただいた法人のほうで活用し得る本市における履歴ですと

か知識・経験につきまして、本人の意欲も踏まえながら、活用できる知識・経験を的確に

把握して、今以上により適切な候補者の選考が行えるように、３年間に限らず、その他の

期間でも、職員自身が活用したい履歴も記載できるように、様式を改正してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 ４ページをお開きください。 
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 続きまして求人情報登録申込書ということで、これは求人をいただいた法人さんから提

出をいただく申込書についてでございます。こちらについての見直しの内容でございます。 

 まず、こちらの様式におきましては、法人側が必要な知識・経験がどのようなものであ

るか、また本市の離職職員を求人する理由を書いていただく欄がございます。これにつき

ましては、どのような人材を求めているのか、また求人理由というのをより的確に把握し

て、今以上に適切な候補者選考が行えるような見直しをしてまいりたいと思います。 

 囲みの中にございますけれども、現状ですけれども、「必要な知識・経験等」の欄につ

きまして、法人側のほうが、「特になし」ですとか、市の例えば、「局長級、部長級の経

験者」みたいな形で、総論的な記載にとどまっている事例もございまして、求められる具

体的な資格であるとか知識・経験といったような条件が具体的でない場合もございます。 

 これを踏まえまして、今後につきましては、求人をいただく法人における職務内容であ

りますとか、その法人を取り巻く状況等を踏まえて、求める人材がどのようなものである

かを的確に把握できるように、その下の例にありますとおり、具体的な資格であるとか、

知識・経験、例えば「これこれ」という業務に対する何年程度の実務経験、みたいな形で、

より求人、求める人材が的確に把握できるような形で、法人側に記載を求めてまいりたい

というふうに考えてございます。 

 また、こちらの様式につきましては、本市との関係を記載していただく欄がございます。

これにつきましては、例えばその法人と市の間の契約関係であるとか、補助金、許認可の

関係等を書いていただくような欄ですけれども、こちらにつきましては、今後候補者を選

考するに当たりまして、その候補者の権限に関連して、要は現役時代の公務の公正性がき

ちんと確保されているのか、そういった点が確認できるように、本市における契約、補助

金、許認可等の担当部署をしっかり記載をしていただくといったことと、また契約等のそ

れぞれの項目について、過去５年間につきまして、金額ですとか件数等の数値をしっかり

と記載をしていただくような形で、様式を改正してまいりたいと思います。 

 これによりまして、その候補者がその職にあった際に、公務の公正性がきちんと確保さ

れているのかといったことが、経年の数字で確認できるような形に、様式を見直してまい

りたいというふうに考えてございます。 

 ５ページは、以上のご説明のまとめということになりますけれども、以上の見直しを踏

まえまして、離職時に課長級以上の職員で、一定の権限を有する者につきましても、選考

委員会によって、きちんと客観的・専門的な審議を十分に行いまして、また、現役時代の
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公務の公正性がきちんと確保されている、損なわれていないといったことの確認を経るこ

とを条件といたしまして、権限等に関連する企業等からの求人に対しても、人材情報を提

供し、再就職することが可能な制度に見直しをしてまいりたいと考えてございます。 

 最後に、その他ということで書かせていただいておりますけれども、今回こういった見

直しを行うことによって、例えば再就職を見据えて、公務の公正性を損なうような行為が

行われるのではないかといった懸念ですとか、あとは、実際に再就職した後に、法令また

条例等に規定しているような「働きかけ」の規制、これに違反する事例が生じるのではな

いかといった懸念が生じるというところがございますので、当然、こういった法令・条例

の遵守といった意味で、職員また求人をいただく法人に対しましては、規制の内容ですと

か、違反した場合の罰則等について、引き続き周知徹底を図っていくものでございます。 

 続きまして、６ページをご覧ください。 

 こちらにつきましては、出資法人における報酬限度額のあり方の見直しでございます。 

 現状でございますけれども、主要出資法人等に再就職した退職職員につきましては、報

酬限度額は年額５００万円といった制限を設けているところでございます。この範囲内で、

二つ目のポツにありますとおり、主要出資法人におきまして、その者の職位に応じて、そ

の範囲内で支給をしてございます。また、もう１点、主要出資法人に再就職した退職職員

につきましては、その再就職先の法人においては退職手当の支給をしないといったような

規制をしているところでございます。 

 ここの部分の見直しにつきましては、見直し（案）というところで書かせていただいて

ございますけれども、先ほど提言の中にもございましたけれども、市として、出資法人の

「効率化・経営健全化」、また、市の行政目的に沿った「連携・活用」を図っていくとい

った必要性がある中で、そのマネジメントの強化が求められているところでございます。 

 そういった観点からしますと、それにふさわしい人材の登用を進めていく必要がござい

ますので、再就職した退職職員につきましても、その役職や責任に見合った報酬を支給す

ることができるように、限度額を見直すものでございます。 

 ただ、見直しに当たりましては、あまり多額の報酬を出してしまいますと、出資法人の

経営の部分にも影響がございますし、また、一般の方からの、再就職に対する信頼性とい

った部分でも課題が生じますので、見直しに当たりましては、ここの部分への確保も十分

に配慮するとともに、透明性を確保する方策も講じてまいりたいというところでございま

す。 
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 具体的な内容につきましては、その下の報酬限度額のところでございますけれども、ま

ずは、役職、責任に見合った報酬を支給されることができるよう、報酬限度額を引き上げ

るといったものではございますけれども、ただ、役職・責任に見合ったという考え方から、

一律の引き上げとするのではなく、要は主要出資法人等における役職ごとの段階的な限度

額設定としていくことを考えてございます。 

 具体的には、その下の表のところに金額等を書かせていただいております。この網掛け

の部分になりますけれども、全部で３段階ほどの設定をさせていただいてございまして、

まず、代表取締役社長ですとか理事長のように、法人を代表する方、もしくはそれに準ず

る方、あとはそれ以外のその他の役員、また役員以外のその他の職ということで、三つの

区分を設けさせていただいておりまして、限度額の設定としましては、それぞれ７００万、

６００万、５００万といった金額を案としてお示しをさせていただいております。 

 なお、この金額設定の根拠の参考といたしまして、その下の米印１番のところにもござ

いますけれども、他の政令市の平均額をお示しさせていただいております。こちらにつき

ましては、他都市、他の政令市におきましては、さまざまな限度額設定のパターンがある

ところでございますけれども、この表の下の※１に書いてあるとおり、ここの平均額とい

いますのは、法人側における役職に応じた限度額設定をしている都市、これが全部で７都

市ございまして、こちらの７都市のそれぞれの区分ごとの平均額をお示しさせていただい

ているところでございます。 

もう１点、参考となる数値といたしまして、※２ということで、本市の再任用職員の年

収をお示しさせていただいています。ちなみに、行政職の（１）６級というのは行政職の

課長級となりますけれども、こちらにつきましては、年収として６９５万円程度となるも

のでございます。こちらの数字は参考としてお示しをさせていただいております。 

あと、７ページには、さまざまな参考のデータ等をお示しさせていただいておりますけ

れども、上のほうは他の政令市の状況をお示しさせていただいております。 

また、７ページの中ほどには、民間給与の実態ということで、データをお示しさせてい

ただいておりまして、こちらは、昨年度、本市の人事委員会が民間事業所の実態調査を行

ったものに基づく試算でございまして、最も小規模な１００人未満の事業所における年収

を試算させていただいたものでございます。最も高い水準ですと１,０００万円程度とい

ったところでございまして、先ほどお示しをした案としましては、この範囲内にはおさま

っているものでございます。 
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続いて、８ページをご覧ください。 

８ページにつきましては、報酬額の報告ということで、先ほどから申し上げていますと

おり、この報酬額等の見直しに当たりましては、その透明性の確保が非常に重要と考えて

ございますので、それに関する手続をお示しさせていただいております。 

囲みの中にございますけれども、先ほど申し上げたとおり、本市で設定をしました限度

額の範囲で、各法人ごとに具体的な報酬額を決定していくと、支給していくということに

なりますけれども、法人側で、報酬額の改定、今回の見直しを踏まえて報酬額の改定等を

行った場合につきましては、速やかに本市に報告をしていただくと。その際には、その報

酬額の見直しの対象となる役職名、また見直し後の金額、またその金額の改定に関する考

え方・算定根拠等を報告していただいて、この法人側での決定に関する透明性確保を図っ

てまいりたいというふうに考えております。 

また、この報告の過程を通じまして、市が定める限度額を超えた額を支給しているとい

ったことを把握した場合には、当然市としては、その法人側に対して改善を要請してまい

りたいと考えてございます。 

続きまして９ページになります。 

その他ということで、お示しをさせていただいておりますけれども、今回このような形

で、報酬限度額の見直しを考えてございますけれども、仮に法人側で報酬限度額の範囲内

での具体的な額を決定して、引き上げを行っていくといった場合でありましても、再就職

に対する信頼性の確保といった点を重視いたしまして、報酬額の増額を理由とする委託料、

または補助金の増額は行わないといったところを示させていただいております。 

また、二つ目のポツといたしまして、一部の都市、他の政令市等におきましては、役員

の業績の評価の結果を報酬に反映させる仕組みを導入しているというところでございます。 

これにつきましては、①から③まで書かせていただいておりますけれども、次回の委員

会のほうで報告がございますけれども、①本市においては、今年度、平成３０年度から法

人ごとに、「経営改善及び連携・活用に関する方針」を策定いたしまして、この方針に基

づくＰＤＣＡサイクルを回していく、開始をするといったところでございますけれども、

この方針につきましては、あくまで個々の役員の業績を評価することが目的ではないとい

ったところがございます。 

また、②役員の業績評価につきましては、その評価者を誰にするかだとか、評価項目を

どうするか、また評価の公平性・客観性をどう担保するかといった部分で、大きな課題が
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あると考えているところでございます。 

また、③といたしまして、「連携・活用に関する指針」の中でも、各出資法人のほうで、

「業績や目標達成度、経営責任の度合いを反映した役員報酬体系の導入」を推進するもの

としているところであり、法人側に求めているといったような状況でございまして、これ

らの状況を踏まえますと、業績評価の結果を報酬に反映するといった仕組みの導入につき

ましては、今後の検討課題とさせていただきたいと書かせていただいております。 

見直し案の説明については以上でございますが、最後に４として、さらなる見直しにつ

いてということで、補記をさせていただいております。 

ご存知のとおり、現在、国のほうで、国家公務員の定年延長に関する検討が行われてい

るところでございます。 

内容といたしましては、①定年の６５歳への引き上げを行うといった方針、また、②６

０歳以上の職員については給与水準を一定程度の引き下げること、また、③６０歳以降は

原則として管理職から外す「役職定年制」の導入の方向性が決定をしているところでござ

います。 

今後、国の検討を踏まえまして、地方公務員に関しても、定年延長に関する方向性の決

定ですとか、詳細な制度設計がなされる見込みとなっておりますので、その内容を踏まえ

まして、今回見直しの案としてお示しをさせていただいておりますけれども、再就職に関

する規制のあり方についても、当然、この辺の定年延長の議論が影響してございますので、

これにつきましては、改めてもう一段の見直しが必要かなといったことを考えてございま

すので、追加でここにも記載をさせていただいているところでございます。 

説明としては以上でございます。 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、この再就職等に関する規制の見直しについて（案）に関しまして、委員の皆

さんからご意見、ご質問をいただければと思います。いかがでしょうか。 

黒石委員 

 僕の個人的な思いとしては、形式基準はできる限り取っ払ったほうがいいと思っていま

して、もっと自由化してもいいと思います。 
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 ただ、この入り口である再就職候補者選考委員会での最低限のチェックと、あとは徹底

的な情報開示、ここに書いてあるような情報は、全部情報として出ていて、後からモニタ

ーされるガバナンスがしっかり整っていることを条件にすれば、報酬上限も僕はなくてい

いと思っています。 

 なぜなら、この国のほとんどのところで悪い三セクがいっぱいできて、悪い外郭団体が

できて、そこに膨大な、あまり働かない、悪い天下りがいっぱい起こって、それで国中か

らバッシングされて、それが１０年か２０年かけてスリム化されてきたわけですから、今、

存続しているところは少なくとも絶対必要な法人ですし、そういうところで残っている出

資団体というのは行政が直営でやらない、外部でやる機動性とか何らかの必要性、期待が

あってやっているところだと思うんですね。そういうところは本当にいい経営者がいいマ

ネジメントをしなくてはいけないはずで、何もしないで門番だけしておいてという話では

ないはずなので、そういうところに優秀な経営者、優秀な人材が行くように、それはもち

ろん皆さんのような行政マンが行ってもいいし、外の民間から来てもいいし、それをこの

ようにロック化していたら、民間からも碌な人が来ないわけですよ。皆さんも、最初から

こんなにガチガチに決まっていたら、多分モチベーションは湧かないと思うんです。 

 言いにくいでしょうけど、皆さんみたいな中にも、優秀な人、すごく頑張る人、やる気

のある人と、そうじゃない人がいて、そうじゃない人のほうに全部引っ張られて、いわゆ

る、頑張る人が報われない環境になっているという状況のほうが、僕は問題だと思います。

個人的な思いとしては、それこそ規制の見直しは、できるだけ形式的な規制は緩めて、緩

和して、上限規制なんかも、あわよくばなしにしてもいいと思っていますし。 

ただ、その条件としては、入り口の最低限のチェック、事後のチェックの強化、ガバナ

ンスチェックが絶対的に必要だと思います。そのガバナンスチェックの絶対的な条件は、

徹底的な情報の開示、公開という形でガバナンスをしていくべきだと思っています。 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

ほかにはいかがでしょうか。 

谷本委員 

 基本的なことを確認させてください。いろいろな制度の見直しのご説明をいただきまし
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たが、この２ページ目の現状の表にある仕組み、流れですね、手続に関しては、基本的に

は変えないという前提で考えていてよろしいですね。この①から⑥までの流れは変えない

中で、今おっしゃられたようないろいろな見直しを行っていくと。 

井上人事課長 

 そういうことになります。 

谷本委員 

 であれば、今、黒石委員がおっしゃられたような、もっと自由にという考えももちろん

ありですが、今は過渡期で、恐らくそこまではやられないと思いますので、逆に、どうい

う人が欲しいのか、どういう人が応募するのかという、４ページ目のところで、気になっ

たのですが、今の求人情報登録申込書が抽象的だから、もっと詳しく履歴とかを書いても

らうという趣旨は分かりますが、何の資格を持っているとか、何年程度の実務経験がある

とかということを、今度その制限を取っ払うわけですよね。つい最近まで出資法人を担当

している局にいらっしゃった方も対象になってくると、団体、法人との距離が近過ぎてし

まって、こういう個人の情報はとれてしまう状況にあるのではないかと。 

 法人がそういう条件をもって、この人にきてほしいという前提で、この条件を出してく

る。応募する人もそこに行きたいといって、実際、こういった手続は踏んではいるけれど

も、あたかもデキレースのように見えてしまうこともあるし、本当にそうなっているかも

しれないし、そういうことが発生するリスクが、広く公募しないだけに出てきてしまうの

ではないかとすごく懸念するのですが、そこはどのようにクリアしますか。 

井上人事課長 

 その点につきましては、審議会の中で、できるだけ客観的、専門的なところで話をして

いただくということと、あと、そういった者が行った場合に、現役の職員に対しての働き

かけをさせないということが大事なところになってくるかと思っておりますので、それは

平成２８年度に地方公務員法等で規制がかかっている、その辺を改めて、法人もそうです

し、今でも退職する者には、こういった規制がありますよということを周知しております

ので、そういったところを徹底していきたいなというふうには考えているところです。 
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谷本委員 

 第三者的なところに審査してもらってお墨つきを与えるということは、それはそれでも

いいのですが、外から見てしまうとすごくデキレースに見えてしまうところがあるので、

であれば逆に法人のほうから、この人が欲しいといって具体的な名前を挙げて、この審査

委員会なり、市長なりに、こういうことをやりたい、この人が欲しいということでリクル

ートしてしまうという入り口も、もしかするとあってもいいのかなと思いました。 

 デキレースの選考会をやって選びましたというより、法人としてはこれまでのキャリア

から考えて、この方にぜひきてほしいということをもっとオープンにして、市長に申請す

るというようなやり方もあってもいいのかなと。それが適正かどうかはわかりませんけれ

ども、そのほうが、先ほどオープンにするとおっしゃられた意味合いからすると、分かり

やすいというか、この方はずっとこの業務についていらっしゃったので、法人側も、ぜひ

その力がほしいとおっしゃったわけですねということが、きちんと審査会の中でなり、経

歴も踏まえて、もう一回チェックするということであれば分かるのですが。 

 何となく選考しましたと言ってやられしまうことのほうが、市民からすると見えづらい

なという気はしました。それがどうなのかということは、ご議論いただければと思います

けれども。 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

出石委員 

まず、川崎市は大きな自治体なので、これだけ出資法人のポストがあるのだろうと思い

ます。そもそも、もう少し規模が小さい自治体になると、そういうポストがないから再任

用制度があるのだと思います。それこそ県内の一般の市町村になると、最上位の部長でも

再任用されているわけです。３点伺います。 

川崎市においても再任用はそれなりにあると思うのですが、再任用とこの再就職の関連

というか、それをどういうふうに整理されているのかということが１点目です。 

２点目として、もしかすると見落としなのかもしれませんが、この出資法人等への再就

職についての任期というか年数が、再任用との関係も含めてどのぐらいなのか。７０歳ま
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でなのか。他の自治体では３年とか２年とか、人によってというか、その年の退職者の数

によって、年数が変わってくるというようなところもあるようですけれども、その辺がど

うなのかというです。 

３点目は、公務員の定年が６５歳なのか、その後の年金の関係等で、もしかすると６５

歳以降の再就職が将来出てくるのかというあたりのことを確認できればと思います。 

井上人事課長 

 今の再就職についてですけれども、本市の場合は、退職する職員に希望調査をしており

ます。その中で再任用か、それからもう一つ、本市の場合には非常勤嘱託として働くとい

うやり方もございます。もう一つが出資法人等に行くと。こういった希望をとってやって

おりまして、本市の場合、再任用については、原則として主任級での採用となっておりま

すので、それは各々の希望によりますが、それを希望する場合は再任用。それから、フル

タイムで働くことが大変だと感じている方もいますので、そういった場合には非常勤嘱託

であったりとか、あと出資法人で働きたいという場合には、先ほどの選考委員会を通して

人材の情報提供をすると、そういった仕組みをとっているところです。 

 それから、任期については、再任用、それから再雇用の非常勤嘱託、それから主要出資

法人のいずれも、６５歳上限を原則としているところです。 

 それから、定年延長については、平成３３年度から制度が入ってくると聞いております

けれども、おそらく、いきなり６５歳ではなく、年金の支給開始年齢が何年かおきに一つ

ずつ上がっていったのと同じような形になるのではないのかなと思ってはおりますが、こ

れはまだ国からはっきりした制度設計が出ておりませんので、そこはまだわからないとこ

ろになっております。 

伊藤会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

藏田委員 

 内容については前回もご説明いただいているので、あまり疑問はありませんが、一つだ

け、今、年１回でやっている委員会を、量的にも充実させる意味で、年２回にしますとい

うことで、透明性を高めていきましょうということになっています。現状、ここ２～３年
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の実績で言えば、この選考委員会にかかる方の人数とか、１人当たりの審議に充てている

時間というものが、どれくらいのものなのか、実績ベースで教えていただけますか。 

事務局 

 直近の状況で言いますと、昨年度に関しては、大体４０件から５０件の間ぐらいの求人

に対して審議をしておりまして、１回当たり約３時間程度で審議をお願いしております。 

藏田委員 

 ４０件程度の件数をまとめて３時間でおさめると。 

事務局 

 はい。 

藏田委員 

 わかりました。 

伊藤会長 

 今後、この見直しを行うとなると、もっと申請数が出てくる可能性もあるわけですね。 

井上人事課長 

 件数がこれによって増えてくるかどうかというのは、こちらとしても今はまだつかみ切

れていないところでございまして、退職者の数だったりとか、そのときの求人の状況だっ

たりに左右されるところかなと思います。 

谷本委員 

 ９ページのその他のところで、報酬限度額を上げていただくのはいいのですが、それに

よって委託料や補助金の増額はしない。もちろんそうですけれども、そのしわ寄せがプロ

パーの職員の方にいかないようにということは、どこかできちんと配慮しておく必要があ

るのではないかなと。これだけの額をそれぞれの法人で確保することによって、職員の方

たちに何らかの影響があるということだけは回避する必要があると思います。そこは何ら
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か書き加えていただくか、法人の自主性というところもありますので、難しいところとい

うことはあるとは思いますけれども。 

伊藤会長 

 今後といいますか、今でもそうですけれども、実際に各出資法人のガバナンスに関する

情報に関しては開示をしていくということもあるので、そこで最終的には担保されるとこ

ろではあると思いますし、これはあくまでも報酬限度額なので、具体的な額はこの範囲内

であれば、もう少し下げても構わないというところだと思います。 

 他方で、ご懸念の点もあって、例えば優秀な人材をとるために、かなり報酬を上げた結

果、人件費を賄うために、例えば一人非常勤にしてしまうとか、そういったことが考えら

れなくもないわけです。もちろんそれぞれの法人の判断というところはありますけれども、

適切な業務執行体制が維持できるような形で、今回の報酬限度額の見直しに伴う措置をき

ちんととっていただくということは、どこかに書き込んでもいいのかなと思っております。 

 よろしいでしょうか。 

 あと、先ほどの求人の問題も、なかなかご懸念があるところかと思います。 

黒石委員 

 これも参考までに。某官民ファンドのガバナンス委員というものをやっているんですけ

れども、財務省が半分出資して、あと半分は民間のいろんな金融機関とかいろんな事業会

社に奉加帳を回してつくった、あまり筋のよくない官民ファンドなんですけど、でも国家

政策でアベノミクスだといって、ワイワイやれやれとプロジェクトがどんどん出てくるん

ですけど、出資した何とか銀行とか、何とか証券から出向している役員とか投資意思決定

者が、自分たちに我田引水していないかみたいな話で、その独立性をまた第三者の弁護士、

公認会計士の誰々でチェックするという委員をやっているんですね。だから、我々がフェ

アに、こうこうこういう情報を教えて、こうこうこうやってとそうやると、国民目線で、

別にそんなズルはしていないねというチェックをするわけですよ。そういうイメージなん

です、モニタリング、ガバナンスというのは。 

 だから、やっぱり人事なんで全部オープンにするというのは難しいですし、やっぱり公

社、公益法人、一般財団、社団法人、三セク会社は、法律で規定されている情報開示項目

というのでは全然情報量が足りないんですよ。だから、これ以上の情報をちゃんと見なが
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ら、資料にあったシートのように、補助金とか、契約とか、暴力団とか、発注業者との関

係性だとか、それって非公開情報、簡易デューデリするみたいなこともやるんですよね。 

だから、そういう情報をもとにモニタリングして、それならオーケーと第三者がお墨つ

きを与えるみたいな、そういうチェックがあったらいいよみたいなことを国の官民ファン

ドでやっています。これは参考情報として。 

あと報酬決定でも、これも参考情報として、民間の世界では、社外取締役が入って報酬

委員会で決めて、また報酬委員たちの責任で、その人たちの報酬、年俸を、これだけのパ

フォーマンスなのでこうだというお墨つきを与えている仕組みなんですよね。だから、ト

ヨタも豊田章男さんの何十倍みたいな外国人を連れてきて、１０億払ったりしているわけ

ですけれども。ほんまかいなとは思いながらも、そのバリューを喧々諤々議論して、納得

して、ああやって決まりましたと情報開示して、それを報酬委員会の人たちがお墨つきを

与えていますと、やっぱり開示しているわけですよね。 

そういう責任関係と情報開示関係というのが昨今出ていますから、あまりに不透明、わ

っせわっせ、よくない天下りをやっていた時代はもう終わっているんだろうと思いますか

ら、それに戻るというのは大本末転倒ですけれども、そうじゃないように、でももっとい

い運営をしていこうという方向に振り子を振るべきだと思いますので。振り子を振るべき

だという僕はポジションなので、できる限り弾力化したほうがいいと思う。 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 今の点に関連して、再就職に関しては、この候補者選考委員会がきちんとチェックをす

るという体制になっていまして、他方で、報酬限度額とガバナンスに関わる点について、

情報は開示されるわけですけれども、それをどのようにチェックするかという体制があま

り具体的に見えていないのかなと思います。市のほうで指導するということで、担当する

部局が指導することになると思いますけれども、全体としてどういうふうにチェックする

のかという仕組みがないといいますか、まだ具体的でないのかなという気もいたします。

この点についてはいかがでしょうか。 

井上人事課長 

 市に報告というところも、どこの部署でどういうふうに受けるのかということを含めて、
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まだこれから検討させていただければと考えております。 

伊藤会長 

 ですので、この情報の活用の仕方を含めて、あるいは定年延長等もありますので、この

見直しに関しましては、全体としての制度を設計して整備をしていくということでは、今

後いろいろとまだ検討しなければいけない部分もあるかと思いますけれども、本日出てい

る案について、この時点で、皆さんからいろいろご意見を承りましたけれども、こちらで

一応了承するということで、よろしいでしょうか。 

 本日、指摘した点につきましては、ぜひ今後、この見直しを実施するに当たって、ご検

討いただければと考えておりますが、案としては、ここでご了解をいただいたということ

で、よろしいでしょうか。 

（ はい ） 

伊藤会長 

それでは、資料３の再就職等に関する規制の見直しについて（案）については、委員会

として了解したということで確認させていただければ思います。よろしいでしょうか。 

（ はい ） 

伊藤会長 

 それでは、皆様、本日の議題は以上となりますので、本日は終了といたしまして、事務

局に進行をお返ししたいと思います。 

岡田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとうございました。 

 多くのご意見、そして考え方をお聞かせいただくことができまして、我々、今後の行政

運営の参考とさせていただきたいと考えてございます。ありがとうございました。 

 次回、第２回の委員会では、先ほど伊藤会長からもお話がありましたが、行革プログラ

ムの取組結果につきましては、本日、取組ごとに審議いただいた内容を反映させていただ
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いた内容等についての確認をさせていただき、また１７６件ございます取組結果全体に対

しまして、総括の評価について案を資料として出させていただきますので、こちらの審議

をしていただきたいと考えてございます。 

 また、新たに出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針につきまして、また民間

活用の推進に向けた今後の取組の方向性などについても、審議をお願いしたいと考えてご

ざいます。 

 ７月２０日、１８時からということで遅い時間からの開催となりますが、皆様、大変お

忙しい中、恐れ入りますが、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、平成３０年度第１回川崎市行財政改革推進委員会を終了

いたします。本日はありがとうございました。 


